
清
代
後
期
に
お
け
る
重
慶
三
巴
県
の
寺
廟
と
地
方
社
会

『
巴
県
楷
案
』
寺
廟
関
係
梢
案
の
基
礎
的
考
察

水

越

口矢
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【
要
約
】
　
中
國
近
世
の
「
祈
り
」
の
空
問
は
、
都
市
や
農
村
の
社
会
構
造
と
関
連
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
民
衆
レ
ベ
ル
の
信
仰
は
史

料
が
絶
対
的
に
乏
し
い
う
え
、
知
識
人
の
批
判
的
な
視
点
に
基
づ
く
内
容
で
、
実
態
を
知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
本
稿
で
は
民
衆
レ
ベ
ル
の
声
を
拾
い

上
げ
ら
れ
る
貴
重
な
「
生
」
の
史
料
と
し
て
桜
案
史
料
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
今
回
利
用
す
る
『
理
念
桜
案
騙
は
清
代
後
期
の
重
慶
府
繋
馬
の
行

政
公
文
書
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
多
く
の
寺
廟
関
係
の
史
料
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
日
常
に
お
い
て
地
方
官
が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
霊
廟
に
臨
ん
で
い
た

か
、
あ
る
い
は
民
衆
が
ど
の
よ
う
に
寺
廟
に
関
係
し
て
い
た
の
か
、
社
会
的
空
問
と
し
て
の
寺
潮
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
う
る
。
ま
た
『
巴
県
議
案
葡
は

～
八
世
紀
以
降
、
二
〇
世
紀
ま
で
連
綿
と
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
近
世
・
近
代
の
過
渡
期
を
映
し
出
す
史
料
と
い
う
位
置
づ
け
も
で
き
、
　
九
世
紀
半

ば
以
降
に
顕
著
と
な
る
新
し
い
宗
教
運
動
に
つ
い
て
も
『
巴
県
楷
案
』
は
豊
富
な
史
料
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
の
考
察
を
通
じ
て
、
日
常
的
な

「
祈
り
」
の
空
間
を
解
明
す
る
基
礎
を
構
築
し
た
い
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
八
巻
一
号
　
二
〇
［
五
年
㎜
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
国
近
世
の
人
々
に
と
っ
て
「
祈
り
」
の
空
間
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
当
時
の
宗
教
の
状
況
を
概
括
し
て
、
儒
教
・
道
教
・

仏
教
の
「
三
教
A
三
」
・
「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」
な
ど
と
讃
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
・
大
部
分
の
人
た
ち
に
は
何
ら
の
違
和
感
も
な
く
三
教
㎜

や
民
間
信
仰
が
融
合
し
た
空
間
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
祈
り
」
の
空
間
は
宋
代
頃
に
出
現
し
た
と
さ
れ
、
多
く
が
根
底
で
は
　
鵬



現
代
に
ま
で
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
幽
幽
に
変
化
の
起
点
を
置
く
見
解
は
い
わ
ゆ
る
「
唐
心
変
革
論
」
、
「
宋
以
降
近
世
説
」
と
親
近
性
が
あ
り
、

そ
れ
自
体
に
議
論
の
余
地
は
あ
る
に
し
て
も
、
お
お
む
ね
共
通
の
理
解
が
あ
る
の
は
、
民
間
信
仰
の
台
頭
を
鍵
と
し
て
、
政
治
的
に
は
宋
代
以

降
の
賜
額
・
贈
号
政
策
な
ど
国
家
に
よ
る
宗
教
秩
序
の
再
編
成
、
経
済
的
に
は
祭
祀
儀
礼
の
商
業
化
・
芸
能
化
や
、
寺
童
が
市
場
を
提
供
し
商

業
経
済
の
結
節
点
と
な
っ
た
点
、
ま
た
社
会
一
般
の
状
況
と
し
て
社
会
階
層
の
流
動
化
や
識
掌
率
の
向
上
が
広
域
の
信
仰
圏
を
も
つ
神
の
登
場
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

通
俗
的
な
宗
教
書
の
出
版
な
ど
に
結
び
つ
く
と
い
っ
た
点
が
近
世
的
な
状
況
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
中
国
近
世
の
宗
教
的
空
問
に
関
す
る
研
究
で
用
い
ら
れ
る
手
法
は
、
正
史
は
も
と
よ
り
国
家
の
政
令
（
会
要
、
会
典
な
ど
）
、
地
方
志
、
寺
廟

志
、
碑
刻
な
ど
か
ら
事
実
を
収
集
し
、
そ
し
て
筆
記
史
料
、
小
説
、
宗
教
文
献
（
経
典
、
善
書
な
ど
）
な
ど
か
ら
宗
教
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が

主
と
な
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
史
料
の
絶
対
量
の
不
足
と
い
う
問
題
に
加
え
、
各
々
の
史
料
の
質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
書
き
手
の
知
識
人
は
大
抵
の
場
合
、
儒
教
以
外
の
宗
教
信
仰
に
批
判
的
な
立
場
を
採
り
、
と
く
に
民
間
信
仰
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
著

し
い
。
つ
ま
り
有
益
な
描
写
が
含
ま
れ
る
と
は
い
え
、
知
識
人
の
所
産
で
あ
る
史
料
か
ら
民
衆
の
日
常
的
信
仰
を
知
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
え

る
。
民
間
信
仰
が
相
当
程
度
、
知
識
人
目
エ
リ
ー
ト
層
で
も
共
有
さ
れ
て
い
た
事
実
は
あ
る
に
せ
よ
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
非
エ
リ
ー
ト
の

人
々
が
ど
の
よ
う
に
神
仏
に
「
祈
り
」
、
ま
た
「
願
い
」
を
託
し
、
い
か
な
る
信
仰
を
も
と
に
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
た
か
と
い
う
根
源
的
な

問
い
の
解
決
に
は
ま
だ
遠
い
。

　
そ
こ
で
未
開
拓
の
史
料
と
し
て
桜
案
史
料
の
胃
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
桜
案
史
料
の
最
大
の
長
所
は
政
令
、
地
方
志
、
親
臨
と
し
て
編
纂

さ
れ
る
前
の
経
緯
や
手
続
き
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
民
衆
レ
ベ
ル
の
声
も
か
な
り
拾
い
上
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

知
識
人
の
ブ
イ
ル
タ
ー
が
あ
ま
り
か
か
ら
な
い
、
貴
重
な
「
生
」
の
史
料
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
個
々
の
案
件
は
断
片
的
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
全
体
像
を
描
き
切
れ
な
い
恐
れ
も
あ
る
が
、
翻
案
史
料
は
と
く
に
民
衆
の
宗
教
信
仰
と
い
う
捉
え
が
た

い
事
象
を
考
察
す
る
際
に
貴
重
な
史
料
と
な
る
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
中
央
の
宮
中
桜
や
軍
機
処
楷
案
な
ど
を
主
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

料
と
し
た
荘
徳
仁
氏
の
大
著
が
あ
る
ほ
か
、
橿
案
史
料
が
補
助
的
な
史
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
宗
教
史
研
究
に
占
め
る
桜
新
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史
料
の
位
置
は
大
き
く
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
地
方
楷
案
に
つ
い
て
は
全
体
像
の
把
握
す
ら
こ
れ
か
ら
の
作
業
で
あ
り
、
ど

の
よ
う
な
史
料
が
有
用
な
の
か
の
判
断
も
こ
れ
か
ら
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
地
方
梢
案
史
料
の
一
例
と
し
て
一
八
世
紀
の
乾
隆

年
間
か
ら
清
朝
末
期
ま
で
の
膨
大
な
量
の
『
巴
県
区
会
晦
の
存
在
す
る
重
慶
府
巴
里
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
定
め
、
全
体
像
の
把
握
か
ら
始
め
て
い

き
た
い
。

　
『
巴
壁
上
案
』
を
利
用
し
た
世
代
の
重
慶
府
書
留
の
宗
教
史
研
究
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
鳩
笛
氏
が
一
九
世
紀
以
後
、
キ
リ
ス
ト
教
が
流
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
徐
々
に
信
者
数
を
増
や
し
、
旧
来
の
宗
教
勢
力
と
文
化
的
に
衝
突
す
る
状
況
を
述
べ
、
ま
た
常
徳
空
明
は
王
笛
氏
の
示
し
た
概
観
を
受
け

て
、
旧
来
の
宗
教
勢
力
が
衰
退
す
る
な
か
で
道
台
が
採
っ
た
祭
祀
政
策
を
論
じ
、
主
に
『
巴
県
桜
案
』
か
ら
法
蓮
の
改
修
の
費
用
、
ま
た
費
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

負
担
の
主
体
な
ど
、
地
方
志
に
は
見
え
な
い
詳
細
な
内
容
が
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
近
年
の
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
研
究
と
し
て
、
農
村
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
含
め
た
巴
県
の
寺
廟
を
め
ぐ
る
地
方
社
会
の
権
力
構
造
の
実
態
に
踏
み
込
ん
だ
梁
瀬
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
た
だ
し
い
ず
れ
も
清
代
後

期
の
重
慶
府
山
県
の
宗
教
的
空
間
に
関
す
る
包
括
的
な
視
点
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
文
献
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
鍋
屋
氏
が
『
撃
墜
梢
案
』

内
の
民
俗
関
係
史
料
の
有
用
性
を
簡
略
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
内
容
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
案
件
の
背
景
と
な
る
社
会
状
況
も
十
分
に
説

　
　
　
　
　
　
⑥

明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
今
後
の
問
題
は
、
個
別
案
件
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
時
の
地
域
や
宗
教
の
状
況

を
倍
轍
し
て
有
機
的
な
繋
が
り
を
考
え
、
ま
た
一
方
で
は
個
々
の
信
仰
の
歴
史
的
経
緯
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
｝
つ
重
要
な
の
は
、
重
慶
を
含
め
た
「
九
世
紀
中
国
で
起
き
た
宗
教
界
の
変
化
に
関
す
る
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の

研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
九
世
紀
半
ば
の
政
治
・
社
会
の
混
乱
に
と
も
な
い
清
朝
の
統
治
が
弛
緩
し
、
地
方
の
自
治
的
活
動
が
促
さ
れ
た
結

果
、
地
方
の
エ
リ
ー
ト
層
を
中
心
に
、
信
仰
と
慈
善
活
動
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
善
堂
や
仏
寺
・
道
観
な
ど
が
近
代
的
な
宗
教
薫
習
と
し

て
再
生
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
清
代
以
来
の
秘
密
結
社
・
カ
ル
ト
的
な
宗
教
の
隆
盛
も
見
ら
れ
た
が
、
一
方
で
は
社
会
に
開
か
れ
た
側
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
あ
り
、
近
世
ま
で
の
「
祈
り
」
の
空
見
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ま
た
一
九
世
紀
末
以
降
の
”
廟
産
興
学
”
運
動
を
き
っ
か
け

に
、
民
国
時
代
に
か
け
て
寺
廟
財
産
の
多
く
が
国
家
に
接
収
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
信
仰
は
迷
信
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
な
ど
も
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⑧

近
代
化
の
一
面
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
成
果
も
踏
ま
え
つ
つ
『
巴
県
榿
案
』
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
に
も
と
づ
き
、
『
巴
県
桜
案
臨
を
申
心
に
し
て
、
寺
廟
関
係
の
桜
案
史
料
全
体
の
概
容
を
明
ら
か
に
し
、
近

世
か
ら
近
代
へ
の
過
渡
期
に
お
け
る
重
慶
地
方
の
宗
教
文
化
史
研
究
に
向
け
て
の
基
礎
的
考
察
を
お
こ
な
い
た
い
。

①
近
年
の
議
論
は
松
本
浩
一
剛
累
代
の
道
教
と
民
聞
信
仰
㎞
（
汲
古
書
院
、
二
〇

　
〇
六
年
）
序
章
、
復
興
大
学
文
史
研
究
院
編
「
民
問
”
何
遍
　
頚
髄
．
信
仰
島

　
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
）
所
収
の
諸
論
文
、
路
遙
主
編
、
王
見
川
・
皮
慶
生

　
著
明
中
国
近
世
民
閾
信
仰
　
宋
元
明
清
㎞
（
上
海
人
民
出
版
社
、
工
〇
一
〇
年
）

　
第
一
章
「
導
論
》
民
聞
信
侮
”
的
内
涌
与
土
壌
」
な
ど
参
照
。

②
荘
徳
仁
『
顕
霊
　
清
畠
霊
異
文
化
之
研
究
－
以
再
案
資
料
為
中
心
㎏
（
国
立

　
台
湾
師
範
大
学
歴
史
研
究
所
、
一
δ
〇
四
年
）
。

③
自
恕
『
跨
出
封
閉
的
世
界
一
長
江
上
游
区
域
社
会
研
究
（
｝
六
四
四
⊥
九

　
＝
）
臨
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
一
年
）
第
一
〇
章
「
伝
統
文
化
的
危
機
与
近
代
意

　
識
的
興
起
」
。

④
　
筍
徳
儀
『
川
東
道
台
与
地
方
政
治
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
　
｝
年
）
。

⑤
梁
勇
「
清
代
中
期
的
団
上
塗
郷
村
社
会
i
以
巴
県
為
例
」
（
『
中
国
農
偏
固
二

　
〇
一
〇
年
第
一
期
）
、
同
氏
『
移
民
・
国
家
与
地
方
権
勢
i
以
清
潔
巴
県
為
例
晒

　
（
中
華
難
局
、
二
〇
一
四
年
）
、
梁
勇
・
周
興
艶
「
移
民
・
善
堂
与
地
方
権
力
結

　
構
－
清
代
巴
県
至
善
堂
為
例
漏
（
『
西
華
甲
範
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
臨

　
二
〇
二
二
年
第
三
期
）
。

⑥
陳
翔
「
定
格
的
民
俗
鏡
頭
－
巴
県
梢
案
中
的
民
俗
梢
案
文
献
簡
介
」
（
欄
山
西

　
桜
鱒
帯
解
〇
一
　
年
第
五
期
）
。
な
お
明
南
部
県
単
平
野
㎞
に
関
し
て
も
八
田
氏

　
に
「
従
離
州
看
民
間
的
迎
春
儀
式
一
清
末
四
川
南
部
県
和
会
堅
守
迎
春
検
案
釈

　
読
」
（
隅
中
国
縮
案
㎞
二
〇
〇
八
年
第
二
期
）
が
あ
る
ほ
か
、
鄭
木
…
文
「
清
代
南
部

　
県
衙
糖
案
所
見
隅
田
民
風
民
俗
」
愈
民
俗
研
究
騙
二
〇
〇
八
年
第
一
期
）
が
民
俗

　
関
係
の
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。

⑦
関
係
す
る
研
究
は
多
い
が
、
総
括
的
な
内
容
を
含
む
研
究
と
し
て
∪
塁
⇒

　
溶
Φ
目
①
葺
い
。
ミ
像
肺
ぎ
↓
墾
田
帖
隷
9
革
↓
ぎ
憩
誌
ミ
像
織
G
ミ
林
§

　
⑦
o
ミ
、
ミ
蕊
咋
O
ミ
謡
象
℃
ユ
旨
。
Φ
8
昼
下
魯
℃
「
ぎ
。
Φ
8
鄭
ご
聞
く
段
ω
搾
く
勺
詰
ω
ρ
一
㊤
O
。
。
、
志

　
賀
市
子
凹
近
代
中
国
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
㎞
（
合
土
出
版
、
一
九
九
九
年
）
、
武
内

　
房
司
「
慈
善
と
宗
教
結
社
！
同
警
社
か
ら
道
院
へ
」
（
明
講
座
　
道
教
㎞
第
五
巻
、

　
雄
山
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

⑧
牧
田
諦
亮
「
清
末
以
後
に
お
け
る
廟
産
興
学
と
仏
教
教
団
」
（
㎎
中
黒
近
世
仏
教

　
史
研
究
睡
平
楽
寺
書
店
、
～
九
五
七
年
）
、
徐
躍
「
清
末
瑚
産
興
学
政
策
的
縁
起

　
和
薫
煙
」
（
『
社
会
科
学
研
究
甑
二
〇
〇
七
年
第
四
期
）
、
梁
勇
「
清
末
”
廟
産
興

　
学
”
与
郷
村
権
勢
的
転
移
一
撃
巴
県
為
中
心
」
（
『
社
会
学
研
究
』
二
〇
〇
八
年

　
第
一
期
）
な
ど
参
照
。
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第
一
章
　
　
『
巴
県
梢
案
』
の
寺
廟
関
係
史
料
の
所
在

（一

j
『
巴
県
楷
案
（
同
治
朝
）
』
に
つ
い
て

清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

　
ま
ず
本
稿
で
対
象
と
し
た
史
料
の
範
囲
を
示
し
て
議
論
の
出
発
点
と
し
、
ま
た
現
時
点
で
の
史
料
的
限
界
を
も
明
確
に
す
る
た
め
に
、
周
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
事
が
ら
も
含
め
て
『
巴
県
梢
案
幽
全
体
の
構
成
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
巴
県
梢
案
』
と
は
清
代
後
期
の
乾
隆
一
七
年
（
一
七
五
…
一
）
か
ら
宣
統
三
年
（
一
九
＝
）
ま
で
の
一
五
〇
年
余
り
の
期
間
に
つ
い
て
残
存

す
る
地
方
宮
庁
の
行
政
公
文
書
で
あ
り
、
全
体
で
一
一
万
三
千
件
の
梢
案
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
は
四
川
省
成
都
市
に
あ
る
四
川
省
梢

学
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
を
全
て
閲
覧
、
調
査
す
る
こ
と
は
数
量
的
に
困
難
で
あ
る
。
史
料
利
用
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
乾
果
（
一
七
三
六
～
一
七
九
五
）
・
嘉
慶
（
　
七
九
六
～
一
八
二
こ
口
・
道
光
（
　
八
二
　
～
一
八
五
こ
口
年
間
に
つ
い
て
選
集
の
形
で
活
字
出
版
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
、
成
豊
年
聞
（
～
入
五
一
～
～
八
六
～
）
の
約
五
〇
〇
〇
件
の
案
件
が
二
〇
＝
年
に
影
印
出
版
さ
れ
た
が
、
同
治
年
間
（
一
八
六
二
～
　
八
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

五
）
以
降
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
形
で
出
版
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。

　
こ
の
う
ち
同
治
年
間
の
『
巴
当
面
案
』
に
関
し
て
は
、
夫
馬
進
氏
が
代
表
と
し
て
行
わ
れ
た
共
同
研
究
「
東
ア
ジ
ア
史
上
に
お
け
る
中
国
訴

訟
社
会
の
研
究
」
の
過
程
で
、
夫
馬
素
が
購
入
さ
れ
た
『
巴
寒
期
案
（
同
治
朝
）
』
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
あ
り
、
筆
者
も
数
年
来
研
究
会
に

参
加
し
つ
つ
、
調
査
を
進
め
て
き
た
。
ま
た
乾
臨
年
間
の
『
巴
県
梢
案
隔
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
慶
慮
義
塾
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、

日
本
国
内
で
は
こ
の
二
つ
が
比
較
的
利
用
し
や
す
い
状
況
に
あ
る
。
今
回
は
同
治
年
間
の
『
巴
県
精
細
煕
（
以
下
、
○
○
年
間
の
『
鈍
甲
国
事
は

『
巴
県
桜
案
（
○
○
朝
ご
と
表
記
す
る
）
を
中
心
に
、
他
の
時
期
に
つ
い
て
も
現
時
点
で
閲
覧
し
え
た
梢
案
を
用
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

　
そ
れ
で
は
『
巴
夕
桜
案
（
同
治
朝
二
に
は
寺
廟
に
関
わ
る
梢
案
が
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
す
る
の
か
概
観
し
て
み
よ
う
。
『
巴
県
梢
案
』
は
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大
別
す
れ
ば
一
般
行
政
に
関
す
る
文
書
と
訴
訟
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
ま
た
全
体
の
九
割
近
く
が
司
法
関
係
の
案
件
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

訴
訟
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
巴
県
梢
案
』
で
は
民
間
で
の
訴
え
は
民
事
的
・
刑
事
的
な
案
件
の
い
ず
れ
も
同
一
の
形
式
で
起
こ
さ

れ
る
た
め
、
定
型
の
状
式
に
は
必
ず
原
告
と
被
告
の
記
入
欄
が
あ
る
。
し
か
し
内
容
か
ら
み
れ
ば
訴
訟
で
は
な
い
案
件
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ

の
場
合
は
被
告
の
欄
は
空
白
に
さ
れ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
巴
県
の
楮
案
は
吏
房
、
刑
房
な
ど
の
担
当
部
署
ご
と
に
分
類
保
管
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
妙
案
館
に
よ
る
再
整

理
が
行
わ
れ
、
案
件
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
二
八
の
細
目
に
分
類
し
直
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
〈
内
政
〉
〈
外
交
〉
〈
軍
事
〉
〈
財
経
〉
〈
工
交
〉
〈
農
林
〉
〈
文
教
〉
〈
社
会
〉
〈
司
総
類
〉
〈
命
案
〉
〈
地
権
〉
〈
房
屋
〉
〈
借
貸
〉
〈
欺
詐
〉

　
　
〈
家
庭
〉
〈
婦
女
〉
〈
継
承
〉
〈
商
貿
〉
〈
兇
殴
〉
〈
盗
窃
〉
〈
租
佃
〉
〈
賭
博
〉
〈
燗
泥
〉
〈
水
運
〉
〈
工
磧
〉
〈
契
税
〉
〈
移
心
〉
〈
其
他
〉

　
た
だ
し
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
桜
案
館
の
分
類
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
尊
関
係
の
書
案
は
〈
宗
教
〉
の
分
類
に
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
目
録
に
よ
る
だ
け
で
も
そ
の
外
の
分
類
に
関
連
す
る
梢
案
が
多
く
見
え

④る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
聖
廟
も
社
会
的
施
設
の
～
つ
で
あ
る
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
関
与
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
分
類

の
違
い
は
案
件
の
本
質
的
な
違
い
で
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
、
〈
内
政
〉
に
含
ま
れ
る
寺
廟
関
係
の
梢
案
が
や
や
質
を
異
に
す
る
。
す
な
わ

ち
〈
宗
教
〉
の
分
類
で
は
仏
教
、
道
教
な
ど
の
楷
案
館
が
「
宗
教
」
と
判
断
し
た
寺
詣
の
案
件
で
あ
る
の
に
対
し
、
〈
内
政
〉
に
は
国
家
の
祀

典
に
関
わ
る
公
的
な
上
善
の
案
件
や
、
地
方
宮
に
よ
る
禁
令
な
ど
が
多
い
と
い
え
る
。
現
時
点
で
全
て
の
書
案
を
調
査
し
え
た
わ
け
で
は
な
い

が
、
特
微
的
な
点
や
全
体
の
見
通
し
を
示
し
て
み
た
い
。
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（一

黶j

w
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
こ
の
な
か
の
寺
廟
関
係
の
訴
訟
案
件

　
『
巴
里
盗
難
鰍
が
全
体
と
し
て
訴
訟
案
件
が
多
い
の
に
比
例
し
、
寺
廟
関
係
の
案
件
も
訴
訟
が
中
心
と
な
る
。
例
え
ば
〈
宗
教
〉
の
分
類
に

は
四
三
件
（
一
件
に
複
数
案
件
が
混
入
し
た
も
の
を
含
む
）
の
案
件
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
三
三
件
が
原
告
・
被
告
関
係
の
明
ら
か
な
訴
訟
案
件
で



℃後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

あ
る
ほ
か
、
他
の
分
類
に
含
ま
れ
る
案
件
も
ほ
と
ん
ど
が
訴
訟
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
訴
訟
案
件
に
つ
い
て
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
考
察
し
て
み

た
い
。

　
ま
ず
寺
廟
関
係
の
訴
訟
を
原
告
・
被
告
関
係
に
注
目
す
る
と

め
る
こ
と
が
分
か
る
。

、
寺
廟
に
居
住
す
る
石
畳
・
道
士
と
在
地
有
力
者
が
争
っ
た
案
件
が
多
く
を
占

〔
案
件
①
〕
噸
既
県
梢
案
（
同
治
朝
ご
乞
。
．
一
濠
鐸
窯
ρ
一
禽
翻

同
治
二
年
（
一
八
六
一
一
～
）
五
月
　
　
　
　
（
原
告
）
段
安
邦
（
江
北
庁
の
武
生
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
告
）
僧
道
軒
、
龍
華

　
（
内
容
）
巴
県
の
北
に
あ
る
江
北
庁
の
武
生
員
・
段
安
邦
は
玉
書
寺
の
仏
僧
・
道
軒
、
龍
華
を
「
不
守
清
規
（
清
規
を
守
ら
な
い
）
」
と
し

　
て
告
訴
し
た
。
被
告
の
仏
僧
・
道
軒
は
俗
名
を
段
六
と
い
い
、
実
は
段
安
邦
の
感
風
で
あ
っ
た
が
、
匪
賊
に
身
を
投
じ
、
そ
の
後
江
北
庁

　
に
来
て
寺
に
逃
げ
込
ん
だ
。
団
練
な
ど
に
哀
願
し
て
寺
に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浪
費
や
男
女
同
居
、
神
像
を
汚
す

　
な
ど
不
行
状
が
続
き
、
一
度
告
発
さ
れ
て
知
県
か
ら
他
所
に
移
る
よ
う
判
決
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
「
二
三
」
の
段
元
森
が
唆
し
て
重
慶

　
府
に
上
控
さ
せ
た
。
さ
ら
に
監
生
な
ど
の
肩
書
を
も
つ
血
豆
の
有
力
者
た
ち
が
段
安
邦
の
援
護
と
な
る
告
発
を
し
、
審
訊
に
至
る
。
と
こ

　
ろ
が
、
段
安
邦
が
過
去
に
有
布
に
暴
行
を
加
え
失
明
さ
せ
、
武
生
員
の
肩
書
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
、
形
勢
が
逆
転
し
、
取
調

　
べ
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

〔
案
件
②
〕
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
）
瞬
窯
ρ
窓
ミ
①

同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
六
月
　
　
　
　
（
原
告
）
陳
晋
堂
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
告
）
僧
心
誠

実
正
申
（
と
も
に
郷
約
）
ほ
か
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（
内
容
）
郷
約
の
陳
晋
堂
ら
は
新
開
寺
の
尼
僧
・
心
急
が
「
油
糧
清
規
」
で
あ
り
、
夜
に
多
く
の
男
女
を
集
め
て
騒
ぐ
な
ど
し
た
た
め
に

差
役
と
協
力
し
て
捕
縛
し
、
法
廷
に
突
き
出
し
た
。
さ
ら
に
挙
人
の
張
鳳
鳴
が
当
該
の
寺
は
も
と
も
と
自
分
が
購
入
し
た
も
の
で
、
心
誠

が
偽
っ
て
寺
に
居
座
っ
た
と
訴
え
た
。
結
局
、
心
身
は
一
時
金
を
与
え
て
逐
出
、
寺
は
陳
晋
堂
ら
の
手
で
平
戸
と
し
て
再
建
し
、
常
住
の

管
理
者
を
置
き
、
有
力
者
た
ち
が
共
同
で
管
理
す
る
こ
と
で
、
い
っ
た
ん
結
状
が
出
て
い
る
。
た
だ
し
張
黒
黒
は
こ
れ
に
不
服
で
、
寺
を

義
学
に
し
た
い
と
主
張
、
知
県
は
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
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こ
の
二
件
の
よ
う
に
、
在
地
有
力
者
た
ち
が
仏
僧
・
道
士
を
訴
え
る
場
合
が
多
い
が
、
反
対
に
仏
聖
・
道
士
の
側
が
在
地
有
力
者
を
訴
え
る

案
件
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
被
告
側
に
も
仏
僧
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
原
告
・
被
告
関
係
に
お
い
て
対
称
性
が
あ
る

わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
訴
訟
理
由
と
し
て
は
仏
僧
・
道
士
の
不
行
状
を
告
発
す
る
も
の
が
目
立
つ
。
前
述
の
〔
案
件
①
〕
、
〔
案
件
②
〕
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

僧
・
道
士
の
不
行
状
を
訴
え
る
場
合
に
は
「
不
守
清
規
」
が
常
套
句
と
な
っ
て
い
る
。
清
規
と
は
禅
宗
寺
院
内
で
の
戒
律
や
、
広
く
仏
教
徒
の

守
る
べ
き
戒
律
を
指
す
が
、
具
体
的
に
は
姦
通
、
賭
博
、
ア
ヘ
ン
吸
引
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
で
、
こ
れ
は
俗
人
の
訴
訟
の
場
合
と
異
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
場
合
、
在
地
有
力
者
た
ち
は
仏
僧
・
道
士
の
退
去
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
な
ど
し
て
拗
れ
た
結
果
、
県
衙
門
に
訴

え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
紛
争
が
激
し
く
な
る
の
が
農
芸
の
財
産
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
あ
る
構
図
と
し
て
は
寺
廟
の
施
主
の
一
族
と
実
際
に
寺

廟
を
管
理
す
る
仏
僧
・
道
士
と
が
財
産
の
売
買
で
紛
糾
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
後
に
挙
げ
る
が
、
つ
ま
り
は
有
力
者
と
仏
僧
・

道
士
の
双
方
に
と
っ
て
寺
廟
の
財
産
が
大
き
な
利
殖
の
源
で
あ
る
こ
と
が
原
因
と
い
え
る
。
な
お
三
十
の
財
産
は
一
般
的
に
は
田
遊
が
多
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

巴
県
特
有
の
事
情
と
し
て
、
寺
廟
が
炭
鉱
を
経
営
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
（
＝
ρ
鼠
㎝
O
ρ
H
僻
鐸
ρ
眼
房
①
な
ど
）
。

　
訴
訟
の
舞
台
と
な
る
寺
廟
は
、
全
体
的
に
農
村
部
の
無
名
と
思
し
き
嵜
廟
が
多
い
が
、
唐
代
以
来
の
歴
史
を
持
つ
と
称
し
、
重
慶
市
の
中
心



清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

地
に
現
在
も
残
る
有
力
寺
院
で
あ
る
羅
漢
寺
や
、
康
煕
九
年
（
｝
六
七
〇
）
創
建
の
龍
車
寺
、
ま
た
東
嶽
廟
や
関
帝
廟
の
よ
う
な
公
的
性
格
を

も
つ
中
核
的
な
祠
廟
も
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
窯
ρ
一
合
目
ω
の
案
件
は
羅
漢
寺
の
寺
僧
同
士
の
訴
訟
で
あ
る
が
、
梢
案
の
な
か
に
訴
訟

の
審
訊
の
参
考
資
料
と
し
て
宋
代
の
創
建
以
来
の
地
方
志
や
碑
刻
、
文
人
た
ち
の
詩
な
ど
が
列
挙
さ
れ
、
寺
の
歴
史
を
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
〈
婦
女
〉
の
案
件
の
＝
二
七
〇
件
の
う
ち
二
〇
件
程
度
で
仏
僧
（
尼
僧
を
含
む
）
・
道
士
が
原
告
か
被
告
の
い
ず
れ
か
に
名

を
連
ね
る
な
ど
、
仏
書
・
道
士
が
強
姦
、
窃
盗
や
傷
害
の
加
害
者
・
被
害
者
に
な
る
案
件
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
類
に
散
見
す
る
。
個
々
の
案
件
は

寺
男
と
は
直
接
関
係
の
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
若
僧
・
道
士
の
位
置
付
け
を
知
る
材
料
と
は
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ほ

か
目
録
に
よ
る
だ
け
で
も
、
仏
僧
・
道
士
が
関
係
す
る
訴
訟
案
件
は
『
巴
県
梢
案
（
問
治
朝
二
の
な
か
で
百
件
は
下
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

全
体
像
の
把
握
は
慎
重
を
要
す
る
。
な
お
寺
廟
を
舞
台
に
俗
人
同
士
が
訴
訟
を
す
る
例
は
極
め
て
少
な
い
が
、
『
巴
里
梢
案
（
同
治
朝
）
』
乞
ρ

H
駐
。
。
O
で
石
灯
蓋
の
宝
頂
を
破
壊
し
、
石
材
を
持
ち
去
っ
た
と
し
て
訴
え
た
案
件
な
ど
が
あ
る
。

（
三
）
そ
の
ほ
か
の
寺
廟
関
係
の
案
件

訴
訟
に
続
い
て
多
く
み
ら
れ
る
の
が
、
地
方
官
に
何
ら
か
の
禁
令
や
権
利
保
護
の
明
示
を
請
求
す
る
案
件
で
あ
る
。
寺
廟
の
財
産
を
め
ぐ
っ

て
は
争
い
が
絶
え
な
い
た
め
、
施
主
で
あ
る
在
地
有
力
者
に
せ
よ
学
僧
・
道
士
の
側
に
せ
よ
、
相
手
が
勝
手
に
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
を
未
然

に
防
ご
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
種
の
案
件
で
は
現
状
の
証
明
や
将
来
の
禍
根
を
絶
つ
名
目
で
碑
刻
や
契
約
の
存
在
が
言
及
さ
れ
、
ま
た
そ

れ
ら
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
記
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

〔
案
件
③
〕
『
巴
県
楷
案
（
同
治
朝
二
客
ρ
H
盆
。
。
㎝

同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
正
月
　
　
　
　
（
原
告
）
周
留
山
、

石
階
奄
、
陳
姦
森
ほ
か
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（
内
容
）
楊
琴
由
ら
が
同
治
三
年
（
一
八
六
四
）
に
二
四
〇
両
で
田
土
・
備
考
を
購
入
し
、
一
二
月
に
龍
鳳
場
園
池
宮
の
祭
祀
費
用
と
し
て

施
与
す
る
内
容
で
有
力
者
た
ち
の
連
名
の
も
と
約
を
交
わ
し
た
。
今
後
こ
の
「
善
挙
（
慈
善
な
ど
の
公
益
事
業
）
」
が
台
無
し
に
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
知
県
の
批
示
を
得
て
、
さ
ら
に
石
碑
に
刻
む
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
知
県
の
批
で
は
こ
の
施
捨
を
「
楽
善
可
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

（
測
角
を
進
ん
で
行
う
の
は
立
派
で
あ
る
）
」
と
し
た
上
で
「
施
捨
の
由
来
に
関
し
て
住
持
に
立
碑
さ
せ
よ
」
と
の
判
断
を
与
え
て
い
る
。
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こ
れ
と
同
様
に
乞
ρ
H
瞳
。
。
。
・
の
案
件
は
同
治
七
年
（
一
八
六
八
）
に
建
仁
の
胡
元
恵
ら
の
訴
え
と
し
て
、
も
と
も
と
三
峯
寺
の
廟
業
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
五
泊
宮
に
関
し
て
、
上
面
に
よ
っ
て
改
修
し
た
際
に
木
碑
が
破
壊
さ
れ
た
た
め
、
改
め
て
知
県
に
碑
を
刊
刻
す
る
よ
う
に
願
い

出
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
榿
案
か
ら
み
れ
ば
権
利
保
護
な
ど
の
た
め
に
碑
刻
が
盛
ん
に
立
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
該
当
す
る
碑
刻
の
存
在

は
現
在
確
認
で
き
な
い
。
二
代
の
重
慶
府
巴
県
の
寺
廟
に
関
す
る
碑
刻
は
『
民
国
磁
県
志
』
巻
二
〇
下
「
金
石
下
」
に
収
録
さ
れ
た
も
の
が
あ

る
が
、
『
巴
県
梢
案
㎏
の
残
存
時
期
に
相
当
す
る
期
間
の
碑
刻
は
わ
ず
か
九
基
に
止
ま
る
。
こ
の
ほ
か
『
中
国
西
南
地
区
歴
代
石
刻
涯
編
』
に

採
録
さ
れ
た
拓
本
を
含
め
て
も
二
〇
基
に
満
た
ず
、
現
時
点
で
清
心
重
慶
の
寺
池
関
係
の
碑
刻
史
料
す
べ
て
を
網
羅
で
き
て
い
な
い
と
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
れ
か
ら
飛
躍
的
に
史
料
の
数
が
増
え
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
南
進
史
料
の
情
報
は
碑
刻
と
の
関
係
か
ら
み
て
も
大
変
貴
重
な
も
の

と
い
え
る
。

　
財
産
の
保
全
以
外
に
、
寺
廟
の
治
安
や
祭
礼
秩
序
の
維
持
を
地
方
官
に
担
保
し
て
も
ら
う
場
合
も
あ
り
、
例
え
ば
三
把
城
内
の
中
心
部
に
あ

っ
た
関
帝
廟
に
関
し
て
秩
序
維
持
が
求
め
ら
れ
た
案
件
が
あ
る
。

〔
案
件
④
〕
『
田
県
梢
案
（
同
治
朝
）
』
累
。
．
G
。
謡

同
治
九
年
（
一
八
七
〇
）
二
月
三
〇
日

（
原
告
）
馬
廷
材
（
野
生
団
首
候
選
従
九
）
ら



（
内
容
）
揚
柳
坊
の
馬
廷
材
ら
の
川
東
道
念
に
対
す
る
訴
え
に
よ
れ
ば
、
武
事
（
関
帝
廟
）
が
祀
典
の
な
か
で
「
大
群
」
に
次
ぐ
「
中
祀
」

　
　
　
⑨

に
昇
格
し
、
重
慶
に
商
業
拠
点
を
持
つ
外
地
の
商
人
で
あ
る
「
八
省
客
商
」
、
地
元
重
慶
の
有
力
者
で
あ
る
「
本
署
紳
糧
」
か
ら
一
万
両

近
い
言
損
を
得
て
大
幅
に
改
修
し
た
。
そ
の
後
、
日
常
の
管
理
を
さ
せ
て
い
る
僧
が
勝
手
に
竃
を
作
っ
て
宿
屋
に
し
、
家
賃
を
取
っ
て
部

屋
を
貸
す
な
ど
し
た
た
め
、
荷
物
が
廟
の
内
外
に
積
ま
れ
て
往
来
に
も
支
障
を
き
た
し
た
。
道
台
は
重
慶
総
兵
官
と
と
も
に
禁
令
を
出
し
、

巴
県
に
対
し
て
廟
内
の
僧
ら
を
追
い
出
す
よ
う
に
指
示
し
た
。

清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

　
『
民
国
巴
草
志
紬
に
よ
れ
ば
、
巴
県
城
内
の
関
帝
廟
は
同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
に
川
東
窓
台
が
「
文
武
官
紳
」
を
督
し
て
改
修
し
た
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
、
地
方
の
両
為
の
な
か
で
も
重
要
性
が
高
い
た
め
道
台
が
直
接
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
も
道
台
が
窓

口
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
興
味
深
い
。

　
一
方
、
類
似
の
案
件
で
も
廟
の
規
模
に
よ
っ
て
対
応
は
異
な
る
。
Z
ρ
H
瞳
Φ
O
の
案
件
は
女
道
士
の
梁
静
福
の
訴
え
だ
が
、
彼
女
が
碑
と
し

て
仕
え
て
い
た
梁
注
氏
は
観
音
寺
の
野
業
を
買
っ
て
彼
女
に
住
ま
わ
せ
て
出
家
を
許
し
た
。
た
だ
寺
に
無
関
係
の
人
間
や
、
「
不
肖
文
面
」
の

出
入
り
を
杜
絶
で
き
な
い
の
で
、
知
県
か
ら
禁
令
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
知
県
の
批
は
「
准
如
稟
立
案
。
母
野
示
諭
（
稟
状

の
と
お
り
に
立
案
す
る
の
を
許
す
。
知
県
の
諭
を
出
す
必
要
は
な
い
）
」
で
あ
る
。
さ
す
が
に
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
寺
廟
に
ま
で
禁
令
は
出
さ
な
か
っ

た
が
、
案
件
化
さ
れ
る
だ
け
で
一
定
の
抑
止
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
訴
訟
、
請
願
以
外
で
は
、
国
家
・
地
方
官
が
主
導
的
に
寺
廟
に
関
わ
る
案
件
が
あ
る
。
国
家
の
皇
典
に
含
ま
れ
る
壇
廟
に
つ
い
て
の
案
件
は
、

〈
内
政
〉
の
分
類
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
国
家
か
ら
県
レ
ベ
ル
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
祭
祀
政
策
の
史
料
が
残
る
。

〔
案
件
⑤
〕
『
巴
県
桜
案
（
同
治
朝
）
』
窯
ρ
ω
。
。
轟

同
治
～
四
年
（
～
八
七
五
）
正
月
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（
内
容
）

　
⑪

な
ど
。

同
治
一
四
年
（
一
八
七
五
）
二
月
に
挙
行
予
定
の
祭
祀
の
リ
ス
ト
、
祭
壇
の
準
備
、
供
物
と
な
る
犠
牲
の
調
達
、
儀
式
文
の
文
例

114 （114）

　
こ
の
案
件
に
よ
れ
ば
二
月
に
は
文
昌
廟
（
王
日
）
、
孔
子
（
九
日
）
、
社
稜
壇
（
一
〇
日
）
な
ど
一
〇
の
祭
祀
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
事
前
に
重

慶
府
か
ら
準
備
の
指
令
が
来
て
巴
県
で
具
体
的
な
指
示
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
捕
庁
の
衙
役
が
準
備
を
担
当
し
た
が
、

犠
牲
の
豚
や
羊
を
扱
う
業
者
か
ら
額
外
に
要
求
す
る
な
と
い
う
知
県
か
ら
の
一
文
が
附
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
こ
の
ほ
か
個
別
の
祠
廟
に
つ
い
て
も
心
緒
年
間
の
梢
案
に
関
帝
廟
な
ど
の
儀
式
次
第
が
残
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
祀
典
」
に
相
当

し
、
儀
式
の
内
容
自
体
は
地
方
志
に
掲
載
さ
れ
る
場
合
も
多
い
が
、
文
書
の
や
り
取
り
、
あ
る
い
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
『
既
県
梢
案
』
に
再

三
残
さ
れ
た
。

　
ま
た
清
代
末
期
に
至
っ
て
も
な
お
地
方
官
に
祈
雨
祭
祀
の
実
施
と
、
神
仏
に
よ
る
救
済
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
重
質
の
事
務
的
な
や
り

取
り
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

〔
案
件
⑥
〕
『
巴
県
橿
案
（
同
治
朝
二
窯
ρ
。
。
録

同
治
一
〇
年
（
一
八
七
一
）
三
月
　
　

（
原
告
）
劉
継
勲
（
貢
生
）
、
劉
湘
（
増
生
）
ら

　
（
内
容
）
旱
魎
に
苦
し
む
人
々
を
救
う
た
め
に
祈
雨
祭
縄
を
行
う
よ
う
に
知
県
に
求
め
た
の
に
対
し
、
知
県
は
了
承
し
て
、

　
　
　
批
示
を
出
し
た
後
、
お
前
た
ち
は
わ
ず
か
の
出
費
を
惜
し
ま
ず
、
た
だ
ち
に
高
道
明
僧
に
頼
ん
で
『
玉
皇
経
』
を
唱
え
祭
壇
を
築
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
て
、
雨
の
恩
恵
を
祈
求
さ
せ
、
広
く
生
臭
も
の
を
戒
め
、
心
を
入
れ
替
え
よ
。

　
と
県
下
に
通
達
し
た
。
そ
の
後
四
月
に
四
川
総
督
か
ら
四
川
省
全
体
に
関
し
て
祈
雨
を
行
え
と
の
命
令
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
に
は

　
各
州
県
に
冤
罪
の
囚
人
な
ど
が
い
な
い
か
調
べ
る
「
清
理
刑
獄
」
に
よ
っ
て
天
の
恩
沢
を
得
る
と
い
う
伝
統
的
手
法
も
指
示
さ
れ
て
い
る
。



清代後期における重慶府巴県の等廟と地方社会（水越）

　
こ
の
ほ
か
に
も
城
陛
廟
や
文
昌
宮
な
ど
の
祠
廟
の
改
修
や
、
神
々
に
与
え
ら
れ
る
封
号
に
関
す
る
梢
案
が
あ
る
が
、
や
は
り
尊
神
に
関
わ
る

綱
廟
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
官
側
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
と
く
に
城
陛
廟
は
も
っ
と
も
頻
繁
に
登
場
し
、
目
録
で
城
隆
廟
が
直
接
主
題

と
な
っ
た
案
件
だ
け
で
も
二
〇
件
あ
る
。
ま
た
仏
僧
・
道
士
の
人
事
管
理
に
つ
い
て
も
主
に
〈
内
政
〉
に
含
ま
れ
る
ほ
か
、
関
連
の
案
件
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
邪
教
の
取
り
締
ま
り
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
取
り
上
げ
た
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
二
は
宗
教
、
民
間
信
仰
史
研
究
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
知
り
え
な
か
っ
た
情
報
を
与
え
て
く
れ
る
大

き
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
断
片
的
な
個
別
案
件
か
ら
重
慶
の
地
方
社
会
像
を
結
ぶ
の
は
容
易
で
は
な
い
。
以
下
で
は
今
後
の
研
究
の

基
礎
を
構
築
す
べ
く
、
い
く
つ
か
の
観
点
を
提
示
し
て
『
巴
県
榿
中
吊

　
①
琶
県
桜
案
瞭
に
関
し
て
は
た
び
た
び
史
料
紹
介
が
さ
れ
て
お
り
、
田
子
謙

　
　
　
コ
座
内
容
豊
富
的
文
献
宝
庫
一
巴
県
思
案
」
（
『
文
献
』
第
一
輯
、
一
九
七
九

　
　
年
）
、
劉
君
「
中
国
県
地
方
歴
史
桃
案
之
最
一
清
代
四
川
巴
県
楷
案
概
覧
扁

　
　
　
（
『
桜
案
㎞
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
）
な
ど
の
ほ
か
、
比
較
的
新
し
い
も
の
と
し
て

　
　
邸
膨
生
「
十
八
世
紀
巴
面
影
案
　
一
件
商
業
訴
訟
中
的
証
拠
与
権
力
問
題
」
（
『
明

　
　
清
接
案
文
書
』
（
｝
）
、
国
立
政
治
大
学
人
文
中
心
、
二
〇
一
二
年
）
の
な
か
で

　
　
　
『
諸
県
榿
案
睡
の
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。

　
②
四
川
省
梢
案
館
虚
蝉
清
三
巴
県
桜
案
匪
編
（
乾
隆
巻
）
』
（
梢
案
出
版
社
、
一
九

　
　
九
一
年
）
、
四
川
省
梢
案
館
・
四
川
大
学
歴
史
三
主
編
『
清
代
乾
嘉
道
陰
口
描
案

　
　
再
編
㎏
上
下
冊
（
四
川
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
九
九
六
年
）
、
四
川
省

　
　
桜
案
長
編
『
清
代
四
川
隣
県
衙
門
成
豊
朝
桜
案
選
編
㎞
全
一
六
冊
（
上
海
古
籍
出

　
　
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
ま
た
四
川
省
榿
案
館
編
馴
巴
蜀
纈
影
　
四
川
省
梢

　
　
案
館
田
清
史
図
片
集
㎏
（
中
国
人
民
大
学
出
販
社
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
明
巴
県

　
　
楷
案
』
を
含
め
五
〇
〇
枚
の
榿
案
の
カ
ラ
ー
写
真
が
公
刊
さ
れ
た
。

　
③
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
大
学
院
生
の
豊
漁
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇

　
　
一
四
年
八
月
現
在
の
状
況
と
し
て
、
四
川
省
隠
田
館
で
は
乾
隆
・
嘉
慶
・
道
光
・

　
　
成
豊
、
お
よ
び
一
部
の
岡
治
年
間
の
『
巴
県
梢
案
』
が
デ
ジ
タ
ル
颪
像
化
さ
れ
て

の
史
料
価
値
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

　
　
　
閲
覧
で
き
る
が
、
複
写
枚
数
に
は
制
限
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
④
『
巴
県
櫻
案
㎞
の
冒
録
は
四
川
省
甲
案
館
で
冊
子
体
の
も
の
を
閲
覧
で
き
る
ほ

　
　
　
か
、
検
索
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
検
索
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
四
川
省
楷
案
頭
の
ウ
ェ

　
　
　
ブ
サ
イ
ト
か
ら
も
簡
易
検
索
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
⑤
「
不
守
清
規
」
は
僧
道
関
係
の
訴
状
の
常
套
句
で
あ
り
、
官
山
肥
や
『
刑
案
涯

　
　
　
覧
』
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
見
え
る
。
訴
状
内
に
は
こ
の
よ
う
な
定
型
化
し
た
表
現

　
　
　
が
存
在
す
る
た
め
訴
訟
楷
案
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
対
す
る
注
意
を
要
す
る
。
こ

　
　
　
の
点
に
つ
い
て
は
暴
騰
靖
彦
「
壁
代
に
お
け
る
訴
状
と
そ
の
作
成
者
」
（
『
中
国

　
　
　
社
会
と
文
化
』
＝
一
一
、
一
九
九
八
年
中
参
照
。

　
　
⑥
　
こ
の
ほ
か
、
〈
工
蕨
V
の
分
類
に
も
案
件
が
見
え
る
。
淋
代
の
垂
慶
府
巴
県
に

　
　
　
お
け
る
寺
廟
の
炭
鉱
経
営
に
つ
い
て
は
、
宮
嵜
洋
一
「
清
代
四
川
省
の
鉱
山
と
寺

　
　
　
院
経
営
一
重
慶
府
巴
県
の
炭
鉱
経
営
史
料
を
中
心
に
一
」
（
『
鴨
台
史
学
幅
七
、

　
　
　
二
〇
〇
七
年
）
、
「
清
代
巴
県
の
炭
鉱
経
営
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
扇
蟹
勝
守
・
賢
亮

　
　
　
博
士
古
稀
記
念
　
東
方
学
論
集
』
汲
古
書
院
、
二
〇
；
一
年
）
参
照
。

　
　
⑦
応
即
如
稟
立
案
、
傍
着
住
持
将
捕
捨
縁
由
鍋
憲
政
廟
、
以
為
久
遠
可
也
。

　
　
⑧
隅
重
慶
宗
教
隔
（
重
慶
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
羅
漢
寺
な
ど
の
寺
廟
関
係

　
　
　
の
碑
刻
が
収
録
さ
れ
、
同
治
年
間
の
老
君
洞
の
建
造
碑
、
経
歴
碑
の
二
種
の
木
刻
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碑
な
ど
も
含
ま
れ
る
な
ど
、
ま
だ
調
査
の
余
地
は
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

⑨
　
清
代
の
祀
典
は
大
祀
、
中
野
、
群
雲
に
順
位
づ
け
さ
れ
る
。
㎎
大
清
会
典
事
例

　
（
雪
意
）
㎞
巻
四
三
八
に
下
歯
は
成
豊
四
年
（
一
八
五
四
）
に
中
祀
に
昇
格
し
た

　
こ
と
の
記
載
が
あ
る
。

⑩
『
民
国
巴
県
志
』
巻
二
下
、
建
書
下
。
ま
た
筍
徳
儀
前
掲
誉
参
照
。

⑪
同
治
帝
は
同
治
；
奪
＝
胃
に
亡
く
な
り
、
同
治
一
四
年
は
存
在
し
な
い
。

　
三
ρ
ω
。
。
鼻
の
末
尾
の
～
枚
に
は
光
緒
元
年
と
し
て
日
付
が
書
か
れ
て
い
る
。

⑫
『
同
県
桜
唇
（
光
緒
論
）
蜘
茗
P
卜
。
O
心
理
吋
O
戯
9
卜
。
譲
。
。
な
ど
。

⑬
自
示
之
後
、
爾
等
務
須
勿
吝
錨
銑
、
下
請
高
道
野
僧
皇
典
調
訥
、
高
搭
壇
台
、

　
祈
求
雨
沢
、
普
下
輩
酒
、
改
過
日
新
。

⑭
こ
の
ほ
か
宗
教
関
連
の
案
件
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
門
教
案
」
が
あ
る
。
瓶
代
後

　
期
の
重
慶
の
宗
教
史
を
考
え
る
際
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
い
。
巴
県
城
内
で
も
成
豊
年
間
か
ら
同
治
年
問
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
人

　
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
が
長
安
寺
に
教
堂
を
建
て
、
別
に
真
原
堂
を
拡
張
し
た
こ

　
と
に
対
し
、
重
慶
の
民
衆
が
蜂
起
し
て
露
原
堂
な
ど
を
破
壊
す
る
「
教
案
」
が
発

　
生
し
た
。
ま
た
光
緒
年
間
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
勢
力
も
重
慶
で
布
教
を
始
め

　
た
。
た
だ
本
稿
で
は
伝
統
的
な
宗
教
的
空
間
の
解
明
を
主
と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
関

　
係
の
史
料
は
当
面
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
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第
二
章
　
重
慶
に
お
け
る
都
市
の
寺
廟

（
じ
重
慶
府
巴
県
の
寺
廟
の
全
体
像

　
　
『
巴
県
熟
案
』
の
最
大
の
史
料
的
特
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
注
意
を
要
す
る
点
で
も
あ
る
の
が
、
重
慶
優
艶
県
が
都
市
部
と
農
村
部
の
際
立
っ

て
異
な
る
二
つ
の
社
会
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
巴
県
の
都
市
部
が
一
九
世
紀
に
商
業
都
市
と
し
て
急
速
に
発
展
し
た
中
国

有
数
の
大
都
市
で
あ
る
一
方
、
そ
こ
か
ら
直
線
距
離
で
お
お
よ
そ
こ
〇
キ
ロ
か
ら
七
〇
キ
ロ
圏
の
巴
県
の
農
村
部
は
山
間
に
あ
り
、
「
趨
場
」

と
呼
ば
れ
る
定
期
市
が
開
か
れ
る
小
規
模
な
集
落
が
点
在
し
、
都
市
部
と
は
対
照
的
な
光
景
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
軽
視

す
る
と
据
苗
に
残
さ
れ
た
内
容
を
正
確
に
読
み
取
れ
な
い
恐
れ
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
都
市
部
と
農
村
部
に
お
け
る
寺
廟
の
根
本
的
な

違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

　
一
般
に
地
方
に
お
け
る
祀
典
の
中
心
に
な
る
壇
や
廟
は
城
内
か
も
し
く
は
す
ぐ
近
郊
に
あ
り
、
官
に
よ
る
祭
祀
を
基
本
と
す
る
。
『
同
治
巴

県
志
励
巻
一
、
彊
域
志
・
壇
廟
に
よ
れ
ば
、
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社
稜
壇
　
風
雲
雷
雨
山
川
壇
　
先
農
壇
　
属
壇

　
　
文
廟
　
崇
聖
祠
　
郷
賢
祠
　
名
宙
祠
　
忠
義
祠
　
節
孝
祠

　
　
文
昌
廟
　
関
帝
廟
　
城
陛
廟
　
龍
神
祠
　
獄
神
祠
　
馬
王
廟
　
八
二
祠
　
火
干
廟
　
旗
謙
廟

と
あ
り
、
以
上
が
同
治
年
間
に
国
家
の
再
主
に
記
載
さ
れ
て
い
た
愚
痴
で
あ
る
。
清
代
後
期
に
至
っ
て
も
地
方
官
の
祭
祀
は
維
持
さ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
の
の
、
地
方
社
会
の
社
法
壇
や
先
農
壇
な
ど
は
形
骸
化
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
関
帝
廟
や
凝
結
廟
、
城
陛
廟
な
ど
は
祀

典
の
祭
記
で
あ
る
と
同
時
に
民
衆
も
含
め
た
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
壇
廟
は
地
方
官
の
所
在
地
で
も
あ
る
都
市
を
象
徴
す
る
存
在
で

あ
り
、
と
く
に
城
陛
廟
は
原
則
と
し
て
府
州
県
城
に
し
か
な
く
、
城
信
越
が
地
方
官
に
準
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

国
家
に
よ
る
道
教
・
仏
教
の
管
理
も
都
市
の
寺
廟
を
中
心
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
農
村
部
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
寺
廟
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
官
の
祭
祀
を
前
提
と
し
な
い
ロ
ー
カ
ル
な
信
仰
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
歴

史
上
発
揮
し
た
霊
験
の
功
績
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
淫
祀
と
し
て
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
仏
寺
・
道
観
に

関
し
て
は
信
仰
の
中
心
性
と
い
う
意
味
で
の
都
市
部
と
農
村
部
の
序
列
は
存
在
し
な
い
が
、
仏
僧
・
道
士
の
人
事
管
理
を
通
じ
て
都
市
の
寺
廟

が
指
導
的
な
地
位
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
城
陛
廟
を
中
心
と
す
る
都
市
部
の
寺
廟
と
、
農
村
部
の
寺
廟
を
め
ぐ
る
地

方
社
会
の
実
例
を
『
巴
県
桜
案
』
を
通
じ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（　

c）

d
慶
に
お
け
る
城
隆
廟
の
諸
機
能

　
城
陛
廟
は
地
方
の
祀
典
の
な
か
で
は
「
群
祀
」
に
含
ま
れ
、
地
位
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
が
、
日
常
的
な
祭
記
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
神

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
重
慶
府
巴
県
に
お
け
る
城
隆
廟
の
状
況
ま
ず
地
方
志
を
申
心
に
概
観
し
て
お
こ
う
。
城
陛
廟
は
一

つ
の
都
市
に
｝
廟
が
原
則
だ
が
、
巴
県
の
場
合
は
重
慶
府
衙
門
の
所
在
地
で
も
あ
り
、
重
慶
府
城
隠
廟
と
巴
聖
篭
陛
廟
の
二
つ
の
東
灘
廟
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

在
し
て
い
た
。
重
慶
の
古
地
図
に
よ
る
限
り
は
川
東
道
台
を
挟
ん
で
左
右
に
府
城
廟
と
県
城
陛
廟
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
建
設
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と
改
修
の
年
代
は
『
民
国
巴
県
志
』
に
よ
れ
ば
、
府
城
陸
廟
は
、
万
暦
三
〇
年
（
一
六
〇
二
）
に
建
設
さ
れ
、
康
煕
二
四
年
目
一
六
八
五
）
、
雍

正
　
一
年
（
～
七
三
三
）
の
二
度
重
修
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
県
城
筆
算
の
建
設
年
代
は
不
詳
だ
が
、
康
煕
三
三
年
（
一
六
九
四
）
に
重
修
、
道
光

一
九
年
置
一
八
三
九
）
、
光
達
年
間
に
募
修
と
の
記
事
が
あ
り
、
寺
廟
の
建
設
ラ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
康
煕
年
間
や
幽
遠
年
間
に
工
事
が
行
わ
れ
、
清

代
後
期
に
な
っ
て
数
十
年
お
き
に
改
修
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
府
城
隆
廟
に
関
し
て
は
一
九
世
紀
以
降
、
地
方
志
・
碑
刻
を
含
め
て
改
修
が
行
わ
れ
た
記
録
が
な
い
が
、
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
）
』
宏
○
．
ω
ま

に
は
同
治
年
間
に
行
わ
れ
た
改
修
の
詳
細
な
経
緯
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
に
同
治
五
年
（
一
八
六
六
）
四
月
に
城
隆

廟
の
住
持
だ
っ
た
僧
守
成
が
道
光
四
年
（
一
八
二
四
）
以
来
の
改
修
を
願
い
出
た
。
そ
の
後
、

　
　
五
月
一
八
日
　
実
務
を
担
当
す
る
礼
装
と
工
房
の
胃
吏
に
職
人
た
ち
を
率
い
て
実
情
の
調
査
が
命
じ
ら
れ
る
。

　
　
五
月
（
日
不
明
）
　
礼
房
と
工
房
の
胃
吏
に
職
人
た
ち
に
よ
る
改
修
箇
所
と
費
用
の
見
積
も
り
。

　
　
九
月
（
巳
不
明
）
　
必
要
な
作
業
を
明
示
し
た
上
で
、
正
式
な
工
費
の
算
出
。

　
　
九
月
二
三
日
　
監
生
・
楊
鳳
鳴
に
改
修
工
事
全
体
の
監
督
を
命
ず
る
。

　
　
日
付
不
明
　
改
修
工
事
開
始
の
日
取
り
を
風
水
に
よ
っ
て
選
定
。

　
　
一
二
月
一
六
日
　
楊
鳳
鳴
に
よ
る
工
事
完
了
と
会
計
の
報
告
。

と
い
う
流
れ
と
な
る
。
短
期
間
に
工
事
が
終
わ
っ
た
の
は
、
改
修
範
囲
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
金
額
な
ど
は
大
変
詳
細
に
知
り
う
る
。

同
様
に
五
緒
年
間
に
行
わ
れ
た
県
城
濠
廟
の
改
修
に
つ
い
て
も
詳
細
な
手
続
き
が
残
る
。
『
巴
県
翻
案
（
光
緒
朝
）
輪
乞
ρ
。
。
⑩
お
刈
に
よ
れ
ば
、

光
緒
　
二
年
（
一
八
八
六
）
に
候
選
訓
導
の
趙
光
烈
、
挙
人
の
高
志
林
ら
が
知
県
に
対
し
て
、
寄
付
を
募
っ
て
城
陛
廟
の
修
築
を
請
願
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
に
端
を
発
し
、
按
察
司
お
よ
び
川
東
道
の
許
可
を
得
て
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
追
跡
で
き
る
。

　
さ
ら
に
『
磁
県
梢
案
』
か
ら
曲
部
西
部
の
白
市
駅
に
も
嘉
慶
年
間
に
城
陛
廟
が
建
て
ら
れ
、
光
緒
一
七
年
（
一
八
九
一
）
に
募
掲
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

改
修
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
雍
正
年
問
に
白
市
駅
に
県
丞
署
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
城
陛
廟
の
存
在
は
地
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⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

方
志
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
県
城
以
外
の
話
芸
が
城
陛
廟
を
持
つ
例
は
江
南
デ
ル
タ
に
も
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
県
警
の

駐
在
地
に
も
城
陸
廟
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

　
地
方
社
会
に
お
け
る
城
隆
廟
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
詳
論
の
必
要
は
な
い
。
恩
讐
神
が
単
な
る
都
市
の
守

護
神
か
ら
俗
世
の
地
方
官
に
匹
敵
す
る
冥
界
の
地
方
官
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
明
代
で
あ
る
が
、
誌
代
後
期
に
も
な
お
そ
の
地
位
を
保

持
し
て
い
た
。
ま
た
清
鑑
の
地
方
志
や
官
箴
書
に
よ
れ
ば
、
地
方
官
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
城
陛
廟
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

官
は
着
任
の
一
日
、
あ
る
い
は
三
日
前
に
城
陛
廟
で
斎
戒
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
宿
三
」
と
呼
ん
だ
。
道
光
年
間
に
巴
県
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

県
を
務
め
た
劉
衡
も
例
に
倣
い
「
足
任
謁
城
陛
神
誓
文
」
と
し
て
城
陛
神
に
善
政
を
誓
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
地
方
官
は
在
任
中
、
平
時
に
は

祀
典
に
従
い
年
数
回
の
祭
祀
を
行
い
、
災
害
や
兵
乱
な
ど
の
非
常
事
態
が
起
き
れ
ば
、
そ
の
鎮
撫
を
城
陛
神
に
祈
っ
た
記
録
が
多
数
残
る
。

　
城
外
廟
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
年
申
行
事
と
し
て
清
明
節
・
十
月
朔
に
行
わ
れ
た
属
壇
の
祭
祀
や
中
元
節
の
普
度
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
境
内

の
黒
鳥
の
た
め
の
祭
祀
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
に
置
か
れ
た
属
壇
（
邑
属
壇
）
に
城
陛
神
を
出
向
か
せ
る
形
で
行
わ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
『
巴
県
梢

案
繍
に
も
知
県
が
城
陛
神
に
対
し
て
論
文
の
形
式
で
天
災
・
疫
病
・
産
褥
死
・
ア
ヘ
ン
中
毒
な
ど
で
死
ん
だ
孤
魂
を
招
集
し
て
「
浄
域
」
へ
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
せ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
光
緒
初
年
の
梢
案
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
七
月
の
日
付
で
あ
り
、
中
元
節
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
地
方
官
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
城
陛
神
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
地
方
官
の
業
務
の
な
か
で
の
司
法
の
重
要
性
が
直
結
す

る
こ
と
で
あ
る
。
重
慶
に
お
い
て
も
『
民
国
巴
罵
言
隔
に
は
「
冥
訴
」
と
呼
ば
れ
る
風
習
が
記
さ
れ
、
重
慶
で
は
直
接
官
府
に
訴
え
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

で
き
な
い
場
合
に
「
冤
状
」
を
城
陛
廟
の
前
で
燃
や
し
、
城
岳
神
に
告
訴
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
し
て
『
巴
県
短
篇
』
で
は
未
見
だ
が
、
四

川
省
南
部
馬
の
『
南
部
公
衙
楷
案
』
に
は
訴
訟
の
際
に
原
告
・
被
告
が
虚
偽
の
な
い
こ
と
を
城
陛
廟
で
宣
誓
さ
せ
ら
れ
る
例
が
あ
り
、
今
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

『
巴
県
梢
案
』
で
も
見
つ
か
る
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
種
の
話
は
公
案
小
説
に
頻
出
す
る
が
、
官
僻
書
の
な
か
で
も
先
に
挙
げ
た
劉
衡
は
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

者
に
真
実
を
自
白
さ
せ
る
に
は
城
陛
廟
で
訊
問
す
る
の
が
よ
い
と
述
べ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
両
県
の
知
県
時
代
に
も
実
践
し
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
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ま
た
清
代
後
期
の
重
慶
の
城
陛
廟
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
担
わ
さ
れ
、
い
わ
ば
「
第
二
の
衙
門
」
と
し
て
地
方
社
会
の
中
核
施
設
で
も
あ
っ

た
。
そ
の
中
心
は
一
九
世
紀
以
降
、
四
川
の
各
地
で
「
公
局
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
つ
く
ら
れ
、
地
域
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
っ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
一
端
が
担
わ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
四
川
の
公
局
つ
い
て
は
す
で
に
山
田
賢
氏
の
詳
論
が
あ
る
ほ
か
、
と
く
に
梁
管
下
が
巴
県
の
組
局
を
移
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
の
関
係
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
寺
廟
の
経
営
と
の
関
係
か
ら
見
直
す
こ
と
も
で
き
る
。
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〔
案
件
⑦
〕
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
）
隔
宏
ρ
ω
①
○
。

同
治
八
年
（
一
八
六
九
）
八
月
　
　
　
　
（
原
告
）
巴
県
城
番
廟
住
持
・
僧
海
嬰

　
（
内
容
）
威
豊
九
年
（
一
八
五
九
）
に
城
重
罰
内
に
保
甲
局
（
保
甲
団
練
の
総
局
の
こ
と
）
が
置
か
れ
、
そ
の
後
一
一
年
（
　
八
六
｝
）
に
保
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
局
が
長
安
寺
に
移
設
さ
れ
た
の
ち
、
今
度
は
三
鷹
局
・
羅
馬
局
（
軍
隊
や
窟
吏
が
通
過
す
る
際
の
接
遇
を
担
当
す
る
）
が
城
陛
廟
に
設
置
さ
れ

　
⑯

　
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
城
聖
廟
に
置
か
れ
た
公
局
の
た
め
に
、
城
陸
廟
本
来
の
祭
祀
機
能
の
維
持
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
「
哀
状
」
と
い
う

　
形
で
知
県
に
窮
状
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、

　
　
　
（
局
は
）
僧
の
祖
師
が
買
っ
た
家
屋
ば
か
り
で
な
く
、
城
陛
廟
も
大
半
占
拠
し
、
祭
祀
費
用
の
補
助
に
少
し
の
金
も
出
そ
う
と
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
毎
年
附
加
税
や
掲
金
な
ど
を
徴
収
し
、
正
月
か
ら
五
月
末
ま
で
、
小
作
料
も
停
止
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
訴
え
に
対
し
知
県
は
「
工
費
局
・
夫
馬
局
の
新
た
な
首
士
（
世
話
入
）
に
協
議
さ
せ
る
」
と
し
た
だ
け
で
積
極
的

　
に
解
決
す
る
意
志
は
示
さ
な
か
っ
た
。

　
公
局
の
運
営
に
は
多
額
の
経
費
が
必
要
で
あ
り
、
局
士
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
収
入
源
か
ら
資
金
を
吸
い
上
げ
て
い
た
が
、
こ
の
訴
え
が
真
実

な
ら
ば
中
核
的
な
祠
廟
で
あ
る
県
城
回
心
の
廟
産
ま
で
侵
食
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
治
八
年
（
一
八
六
九
）
に
は
府
城
陛
廟

住
持
の
僧
守
成
が
県
城
宮
島
に
あ
る
米
市
を
府
城
聖
廟
に
移
す
よ
う
に
願
い
出
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
県
城
隆
廟
に
公
聴
が
林
立
し
、
局
士
の



出
入
り
が
増
え
て
、

、
⑬
。

）
、
つ

何
か
の
ミ
ス
が
起
き
る
こ
と
を
恐
れ
て
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
米
市
は
道
光
年
間
ま
で
は
府
城
陛
廟
に
あ
っ
た
と

〔
案
件
⑥
〕
『
巴
県
楷
案
（
光
緒
朝
）
』
窯
ρ
ω
ミ
霜
　
光
弾
二
九
年
（
｝
九
Ω
二
）
四
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
告
）
胡
為
楷
、
募
紹
先
（
挙
入
）
ら

　
（
内
容
）
単
費
局
の
周
士
で
あ
る
挙
人
の
慰
楽
楷
、
募
紹
先
ら
が
城
陛
廟
の
財
政
難
を
解
決
す
る
た
め
に
廟
業
の
一
部
売
却
を
願
い
出
た
。

す
な
わ
ち
城
塞
廟
の
転
業
は
あ
る
に
は
あ
る
が
、
重
ね
て
抵
当
に
入
っ
て
い
る
有
様
で
「
祭
祀
費
用
や
衣
服
に
も
事
欠
き
、
乱
丁
廟
の
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

持
僧
が
再
三
辞
め
た
い
と
申
し
出
て
い
る
」
と
窮
状
を
説
明
し
て
い
る
。
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こ
の
案
件
で
局
士
た
ち
は
城
陛
廟
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
田
業
の
所
在
地
や
、
佃
戸
の
名
、
租
銭
の
細
か
な
数
字
ま
で
挙
げ
て
お
り
、
実
質

的
に
経
営
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
『
民
国
巴
県
志
』
に
よ
れ
ば
県
費
局
は
光
角
初
年
に
県
鯨
差
房
に
移
り
、
光
緒
一
五
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

八
八
九
）
に
ふ
た
た
び
城
陛
廟
の
後
ろ
に
小
幅
を
建
設
し
て
移
っ
た
と
あ
る
が
、
寺
上
周
が
城
陛
廟
の
財
政
を
圧
迫
し
続
け
、
宗
教
施
設
と
し

て
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
巴
県
の
城
危
難
は
府
や
県
の
衙
門
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
公
局
が
い
く
つ
も
設
置
さ
れ
て
衙
門
に
準
ず
る
空
間
に

な
っ
た
一
方
で
、
宗
教
施
設
と
し
て
の
機
能
は
低
下
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
廟
の
経
営
も
徐
々
に
局
子
た
ち
が
握
る
よ
う
に
な
り
、
住
持
を

は
じ
め
廟
僧
た
ち
の
役
割
は
焚
献
祭
祀
の
実
施
の
み
に
縮
小
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
城
陛
神
の
地
位
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
吉
澤
誠
一
郎
氏
が
一
九
世
紀
末
以
降
、
天
津
で
「
文
明
」
と
「
野
蛮
」
の
論
理
に
よ
っ
て
城
置
畳
の
権
威
が
失
墜
し
て
い
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
重
慶
減
磁
県
に
も
近
代
化
の
波
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
三
）
重
慶
の
東
嶽
廟

　
最
後
に
地
方
社
会
の
中
核
的
な
寺
廟
の
事
例
と
し
て
衷
心
廟
を
取
り
上
げ
た
い
。
主
神
の
東
嶽
大
帝
は
楽
章
の
一
つ
泰
山
の
神
で
あ
り
、
国

家
祭
祀
の
な
か
で
枢
要
な
地
位
を
占
め
る
の
み
な
ら
ず
、
～
般
に
は
閻
羅
王
と
同
じ
よ
う
に
冥
界
の
支
配
者
に
位
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
東
嶽

大
帝
を
頂
点
と
す
る
冥
界
の
秩
序
で
は
城
陸
神
は
地
方
官
に
相
当
す
る
と
観
念
さ
れ
る
。
つ
ま
り
冥
界
で
は
東
嶽
大
帝
が
上
位
だ
が
、
清
代
の

地
方
祀
典
で
は
東
嶽
廟
は
含
ま
れ
ず
、
城
陛
下
が
上
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
城
陸
廟
は
原
則
と
し
て
各
府
州
県
に
一
箇
所
だ
が
、
東
嶽
廟
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

県
城
、
市
鎮
な
ど
を
問
わ
ず
一
県
に
複
数
あ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
く
、
巴
県
で
も
都
市
・
農
村
部
を
合
わ
せ
て
複
数
の
東
嶽
廟
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
一
方
で
冥
界
の
裁
判
官
と
し
て
の
役
割
は
類
似
し
て
お
り
、
各
地
で
毎
年
行
わ
れ
る
「
城
陛
出
巡
」
（
城
陸
神
が
管
轄
下
の
地
域
を
巡
行
す

る
）
や
「
解
銭
糧
」
、
「
二
天
餉
」
（
城
隆
盛
の
管
轄
下
の
地
方
神
が
城
陛
神
に
税
糧
の
納
入
に
見
立
て
て
紙
銭
な
ど
を
納
め
る
）
と
い
っ
た
城
半
神
の
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

祀
圏
を
具
象
す
る
祭
礼
行
事
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
東
嶽
大
帝
が
城
陛
神
と
同
じ
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ

れ
ま
で
重
慶
地
域
の
東
嶽
廟
の
祭
祀
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
『
巴
県
榿
案
隔
を
利
用
し
て
両
者
の
関
係
を
見
る
こ
と
も
膚
益
で
あ
ろ

⑳、
つ
。

　
巴
県
の
東
嶽
廟
は
『
乾
隆
馳
駆
志
』
に
よ
れ
ば
城
内
に
一
か
所
、
農
村
部
に
二
か
所
あ
り
、
城
内
の
東
嶽
廟
が
明
の
嘉
靖
年
間
に
創
建
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
民
国
下
県
志
』
で
は
、
『
封
神
演
義
』
の
話
を
も
と
に
黄
飛
虎
を
東
園
大
帝
と
し
て
祭
っ
て
い
た
こ
と
、
清
末
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魎

東
嶽
廟
の
多
紀
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
『
巴
県
盛
事
輪
に
は
龍
車
寺
に
東
嶽
と
南
嶽
の
神
像
を
併
祀
し
た
例
も
見
え
る
が
、

こ
れ
は
地
方
志
に
記
載
が
な
い
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
訴
訟
に
お
け
る
東
嶽
大
帝
の
役
割
で
あ
り
、
「
冤
」
を
抱
え
た
人
々
が
自
己
の
正

当
性
を
東
嶽
大
帝
に
訴
え
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
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〔
案
件
⑨
〕
『
巴
県
楷
案
（
道
光
朝
）
』
雲
。
■
δ
c
。
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。
。
。



清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

遊
光
二
〇
年
（
一
八
四
〇
）
六
月
　
　
　
　
（
原
告
）
巴
県
職
員
・
於
増
血

　
（
内
容
）
於
崇
封
が
自
分
の
子
・
於
春
に
対
す
る
謹
告
の
疑
い
を
晴
ら
そ
う
と
し
て
東
嶽
大
帝
に
訴
え
た
文
書
一
枚
だ
け
の
楷
案
。
衙
門

　
に
訴
え
る
の
と
岡
じ
書
式
を
用
い
、
「
祈
神
明
察
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
於
春
は
謙
退
な
る
人
物
か
ら
学
校
で
賭
博
を
し
、

　
負
け
た
金
を
持
ち
出
し
た
り
、
無
理
や
り
借
用
書
を
書
か
せ
た
り
す
る
な
ど
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
。

　
　
　
（
於
）
崇
封
が
考
え
ま
す
に
、
息
子
は
資
質
が
弱
い
た
め
こ
の
毒
筆
に
遭
い
、
県
単
に
よ
る
被
害
は
と
て
も
承
服
で
き
ま
せ
ん
。
そ

　
　
　
こ
で
た
だ
東
嶽
大
帝
の
ご
明
察
を
頼
み
と
す
る
の
み
で
す
。
も
し
崇
封
の
子
の
於
春
が
謙
退
の
子
を
賭
博
に
誘
い
、
無
理
に
借
用
書

　
　
　
を
書
か
せ
、
負
け
た
金
を
持
ち
出
し
た
の
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
と
こ
ろ
血
書
の
不
法
は
崇
封
が
は
じ
め
に
教
育
を
失
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
た
も
の
で
す
の
で
、
速
や
か
に
崇
封
父
子
と
も
ど
も
悪
事
の
報
い
を
受
け
ま
す
。

　
と
あ
り
、
事
実
無
根
で
あ
れ
ば
そ
の
潔
白
を
神
の
力
で
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
し
て
い
る
。

〔
案
件
⑳
〕
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
二
乞
ρ
醸
摯

同
治
元
年
（
～
八
六
二
）
八
月
　
　
　
　
（
原
告
）
羅
徳
化
（
玉
珍
）

　
（
内
容
）
江
西
の
瑞
州
府
高
安
県
出
身
で
、
重
慶
で
銀
匠
を
営
む
羅
徳
化
の
訴
え
で
は
、
聖
母
ム
・
曾
八
は
羅
徳
化
と
王
協
盛
の
妻
と
の

　
間
に
「
不
端
」
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
王
遠
声
に
告
げ
、
そ
の
た
め
二
人
は
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
。

　
こ
の
案
件
で
は
審
訊
の
結
果
、
両
者
と
も
棒
で
叩
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
羅
徳
化
の
方
は
よ
ほ
ど
収
ま
ら
な
か
っ
た
の
か
、
自
ら
の
冤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

罪
を
毒
血
大
帝
に
訴
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
書
が
訴
訟
の
良
案
の
な
か
に
含
ま
れ
る
理
由
も
、
ま
た
そ
の
効
果
も
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
潔

白
を
主
張
す
る
方
法
の
一
つ
に
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
『
巴
県
榿
案
』
で
は
訴
訟
の
前
に
紛
争
の
当
事
者
同
士
が
「
東
琴
廟
で
講
理
」
、
「
東
玉
翰
で
理
剖
」
な
ど
と
あ
り
、
法
廷
に
持
ち
込
ま
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⑳

れ
る
前
の
い
わ
ば
民
間
調
停
の
段
階
で
、
”
紛
争
解
決
の
愚
問
”
と
し
て
東
嶽
廟
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
冥
界
で
は
東
嶽
大
帝
は
城

剥
身
の
上
司
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
大
き
な
霊
験
を
期
待
し
て
東
嶽
大
帝
に
訴
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
通
常
の
裁
判
に
照
ら
せ
ば
、
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

県
や
知
府
に
当
た
る
城
隆
神
を
飛
び
越
え
て
”
上
潮
”
（
場
合
に
よ
っ
て
は
越
訴
）
す
る
と
い
う
意
識
の
表
れ
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
重
慶
の
都
市
部
の
寺
廟
は
国
家
の
祀
典
を
は
じ
め
、
地
方
官
と
の
関
係
も
深
く
、
僧
会
司
な
ど
の
所
在
地
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
地
方
社
会
の
宗
教
秩
序
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
世
紀
以
降
は
八
省
会
館
の
八
省
中
事
や
公
局
の
主
導
性
が
強
ま
る

な
か
、
寺
廟
は
善
導
の
中
心
と
な
り
、
近
代
に
は
多
く
が
公
共
施
設
に
な
っ
て
い
く
が
、
こ
の
変
遷
過
程
を
伝
え
る
重
要
な
史
料
こ
そ
『
巴
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

梢
案
』
で
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
た
考
察
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
研
究
が
進
展
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

①
文
昌
帝
慰
は
四
川
の
地
方
的
信
仰
の
梓
濠
尊
君
か
ら
発
展
し
、
科
挙
受
験
の
神

　
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
神
。
清
代
に
は
い
っ
た
ん
肥
典
か
ら
外
さ
れ
た
が
、
嘉
慶
年

　
間
に
三
冠
に
復
帰
し
、
全
国
的
に
文
昌
廟
が
建
設
・
祭
祀
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
高

　
梧
『
文
昌
信
仰
習
俗
研
究
隔
（
四
川
出
版
集
団
巴
蜀
書
聖
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

②
光
緒
＝
～
年
（
一
八
八
六
）
作
成
の
「
重
慶
府
治
全
図
」
（
『
重
慶
歴
史
地
図

　
集
』
第
一
巻
、
中
国
地
図
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
七
七
頁
）
。

③
『
南
部
県
衙
懸
案
輪
に
よ
っ
て
武
廟
の
改
修
や
日
常
的
経
営
を
論
じ
た
も
の
に

　
察
東
洲
・
張
亮
「
晩
清
地
方
州
県
武
廟
的
経
費
収
支
問
題
－
以
《
清
代
南
部
県

　
弱
虫
案
》
為
中
心
的
考
察
」
（
凹
地
方
穏
案
与
文
献
研
究
㎞
第
一
輯
、
社
会
科
学
文

　
献
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。

④
『
巴
県
桜
案
（
光
緒
朝
）
㎞
乞
ρ
卜
。
O
罷
。

⑥
魍
乾
隆
巴
県
志
』
七
二
、
建
業
・
蔭
言
に
「
雍
正
七
年
、
碧
潭
県
丞
」
と
あ
る
。

⑥
濱
島
敦
俊
魍
総
管
信
仰
一
近
世
江
南
農
村
社
会
と
民
間
信
仰
臨
（
研
文
出
版
、

　
二
〇
〇
一
年
）
。

⑦
黄
六
鴻
噸
福
恵
全
書
㎞
巻
二
、
瀧
任
部
一
、
総
論
、
入
境
。

⑧
劉
衡
㎎
州
県
須
知
師
。

⑨
『
巴
県
勢
案
（
光
緒
朝
）
拙
乞
ρ
①
畠
ω
①
。
桜
案
館
に
よ
る
タ
イ
ト
ル
は
「
巴
県

　
量
器
城
腱
尊
神
召
集
境
中
各
項
孤
樹
具
領
柾
生
神
呪
文
同
升
浄
域
」
で
あ
る
。

⑲
『
民
国
巴
落
磐
』
巻
五
、
礼
楽
。
欧
陽
平
「
旧
重
慶
的
城
陸
和
”
鬼
城
”
」
（
『
紅

　
岩
春
秋
睡
一
九
九
六
年
第
六
期
）
に
も
城
随
神
に
対
す
る
「
避
状
」
の
風
習
を
紹

　
介
し
て
い
る
。
ま
た
陳
翔
前
掲
論
文
で
は
、
道
光
一
八
年
（
一
八
三
八
）
の
案
件

　
の
な
か
に
原
告
側
の
関
係
者
が
道
士
に
依
頼
し
て
「
層
状
」
を
轡
き
、
都
都
大
帝

　
に
被
告
の
魂
醜
を
奪
う
よ
う
祈
っ
た
文
書
が
添
付
さ
れ
た
例
を
紹
介
す
る
（
『
巴

　
県
榿
案
（
道
光
朝
）
幅
冥
。
」
6
卜
。
膳
）
。
な
お
現
世
の
罪
を
城
陛
神
な
ど
が
地
方
官

　
に
準
じ
て
裁
く
「
神
判
」
に
関
し
て
は
、
囲
㌶
N
℃
効
£
即
b
賊
ミ
謹
ミ
笥
賊
融
㌦

　
沁
乳
喧
§
§
ミ
繋
累
、
魯
ミ
§
深
壕
G
ミ
秘
～
題
鳴
、
§
N
6
ミ
ミ
奉
箸
。
芝
嘱
。
「
ド

　
閃
。
薄
P
Φ
畠
Φ
』
O
O
ρ
が
詳
述
し
て
い
る
。

⑪
趙
梶
姥
・
里
賛
「
城
陛
崇
拝
在
清
代
知
県
司
法
中
的
影
響
」
（
㎎
四
川
大
学
学
報

　
〈
哲
学
社
会
科
学
報
〉
輪
二
〇
　
三
年
第
六
期
）
、
ま
た
趙
婬
妃
『
審
断
与
衿
憧
　

　
以
晩
清
南
部
県
婚
姻
類
案
件
為
中
心
㎞
（
法
律
出
版
社
、
二
〇
＝
二
年
）
第
五
章

　
「
裁
断
中
的
．
確
定
性
”
与
“
霊
活
性
乳
裁
断
依
拠
及
影
響
裁
断
的
主
・
客
観

　
因
素
分
析
」
。

⑫
劉
衡
『
蜀
僚
問
答
㎞
「
要
案
伏
人
潜
聴
私
語
之
法
」
。
岡
じ
よ
う
な
例
と
し
て
王

　
輝
祖
『
学
治
臆
説
駈
巻
下
「
敬
城
陸
神
」
で
も
城
閣
神
の
前
で
訊
問
す
る
こ
と
で
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真
犯
人
の
態
度
が
変
化
し
、
事
件
が
解
決
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

⑬
山
田
賢
咽
移
住
民
の
秩
序
一
清
代
四
川
地
域
社
会
史
研
究
』
（
名
古
屋
大
学

　
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
。
と
く
に
第
五
章
「
「
紳
糧
」
と
「
公
局
」
…
清
代
四

　
川
の
地
域
エ
リ
ー
ト
ー
」
、
第
六
章
「
四
廻
省
合
州
」
参
照
。

⑭
梁
勇
前
掲
書
、
第
七
輩
「
個
案
研
究
　
八
省
会
館
与
市
鎮
権
力
格
周
」
参
照
。

⑮
三
費
と
は
刑
事
事
件
を
処
理
す
る
際
の
緕
捕
（
逮
捕
）
・
招
解
（
衙
門
へ
の
護

　
送
）
・
相
験
（
検
視
）
の
費
用
の
こ
と
で
、
三
費
局
は
訴
訟
の
際
の
胃
吏
・
差
役

　
の
搾
取
を
阻
止
し
、
人
民
の
負
担
を
軽
減
す
る
冒
的
で
設
置
さ
れ
た
。
道
光
年
間

　
に
重
慶
の
江
北
庁
で
設
置
さ
れ
た
の
を
噛
矢
と
し
、
成
豊
年
間
に
か
け
て
四
川
各

　
地
に
置
か
れ
た
。

⑯
　
『
巴
里
梢
案
（
成
翌
朝
）
』
乞
9
㊤
0
0
に
は
威
豊
五
年
（
｝
八
五
五
）
に
夫
馬
局

　
が
城
陛
廟
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
る
が
内
容
は
未
見
。
梁
勇
前
掲
書
、

　
二
八
二
頁
参
照
。

⑰
不
雲
門
僧
叢
雨
買
門
屋
、
軍
港
廟
胃
薬
大
半
、
毎
年
未
簿
独
文
、
助
甲
香
灯
。

　
兼
毎
年
徴
収
占
冠
掲
輸
、
自
正
月
起
、
五
月
底
止
、
各
処
倶
要
停
佃
。

⑱
『
諸
県
珍
案
（
同
治
朝
）
煙
客
。
．
。
。
舘
。

⑲
県
中
城
陛
廟
業
、
壷
錐
有
数
小
股
、
却
皆
重
抵
当
、
歳
収
短
紬
、
以
致
焚
献
単

　
微
、
衣
単
文
訣
、
廟
僧
屡
欲
辞
退
。

　
　
な
お
募
紹
先
は
喚
鐘
二
八
年
（
一
九
〇
二
）
、
華
光
営
内
に
種
牛
痘
局
を
建
設

　
す
る
際
の
中
心
人
物
で
も
あ
る
。
（
『
巴
県
桜
案
（
光
緒
朝
）
㎞
累
。
■
ω
露
卜
。
○
。
）

⑳
自
民
国
辱
県
立
㎞
巻
一
七
、
自
治
、
三
巴
局
。

⑳
　
吉
澤
誠
一
郎
隅
天
津
の
近
代
　
清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会
統
合
隔

　
　
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
、
一
八
五
～
一
八
九
頁
。

⑫
　
拙
稿
融
解
元
時
代
の
豊
漁
廟
一
地
域
社
会
の
中
核
的
信
仰
と
し
て
」
（
『
史

　
林
漏
　
八
ぬ
ハ
巻
五
八
写
、
　
二
〇
〇
＝
一
年
）
。

⑬
　
濱
島
敦
俊
前
掲
書
。

⑭
　
欧
陽
平
前
掲
論
文
に
は
清
末
か
ら
民
国
時
期
と
思
わ
れ
る
巴
県
城
内
の
東
嶽
廟

　
の
建
築
や
神
像
、
ま
た
年
末
の
祭
祀
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
資
料
の
来
源
は

　
不
明
。

⑮
　
　
『
民
国
巴
県
志
睡
巻
五
、
礼
俗

　
世
俗
以
黄
飛
無
為
東
嶽
大
帝
、
塑
以
金
身
、
飾
以
王
者
衣
冠
、
其
下
帯
冥
曹
判
官

　
石
像
。
乃
後
人
根
拠
封
神
伝
而
附
会
之
。
清
士
香
火
照
盛
、
入
民
国
遂
衰
。
　
七

　
年
廃
祀
。

⑳
　
『
巴
県
桜
案
（
同
同
意
）
㎞
客
。
．
置
⊆
n
ぱ
。

⑳
崇
封
思
成
童
弱
質
、
遭
此
毒
計
、
謳
害
難
儀
。
是
以
祇
得
愚
東
嶽
大
帝
神
霊
鑑

　
察
。
路
面
芸
子
於
中
有
糾
業
晒
子
、
通
約
弓
蔵
輸
銭
を
透
出
事
実
情
、
真
係
於
春

　
不
法
崇
封
先
失
教
子
之
道
、
速
将
四
宗
封
父
子
並
報
。

⑳
　
当
該
の
文
章
は
以
下
の
通
り
（
□
は
破
損
の
た
め
解
読
不
能
の
箇
所
）
。

　
具
伸
門
人
江
西
瑞
州
府
高
安
県
民
繭
玉
珍
生
干
甲
珍
重
二
月
二
十
五
日
目
時
、
在

　
四
川
重
慶
府
巴
県
直
里
五
甲
地
名
白
市
駅
中
街
住
舗
、
銀
匠
生
理
。
為
平
遭
□
無

　
蒲
田
辱
備
牲
宰
誓
祈
恩
預
報
事
。
情
民
苦
貿
営
O
、
毫
非
無
惨
。
頓
馬
本
月
被
何

　
人
唆
使
、
藩
論
（
王
）
（
協
）
盛
劇
尋
民
器
伊
不
美
名
□
、
妄
淡
醤
罵
、
民
聞
骸

　
□
、
随
即
向
伊
清
問
何
人
翻
非
、
伊
里
吐
実
情
、
毎
日
尋
民
生
禍
、
動
轍
□
命
。

　
切
民
自
鯖
江
西
来
川
、
誠
恐
交
友
無
信
口
糧
翻
非
求
禍
刻
。
今
平
遭
暗
唆
支
纏
害
、

　
迫
有
冤
難
伸
、
心
実
不
甘
、
特
備
九
品
香
□
黄
銭
冤
状
難
航
二
命
、
盟
誓
宰
牲
祈

　
Ω
東
嶽
天
斉
仁
威
大
帝
以
前
、
三
朝
一
意
□
顕
報
応
以
彰
善
悪
、
血
便
祈
恩
□
感

　
不
口
神
岡
口
□
日
章
。

⑳
　
そ
れ
ぞ
れ
噸
巴
県
桜
案
（
同
治
朝
V
㎞
三
ρ
謎
O
一
．
2
9
。
。
一
転
。
管
見
の
限
り
、

　
城
薩
廟
・
東
嶽
廟
以
外
に
土
軸
重
、
武
廟
（
関
帝
廟
）
で
紛
争
解
決
の
協
議
が
行

　
わ
れ
た
例
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
借
金
の
清
算
な
ど
も
朝
憲
廟
、
東
嶽
廟
な
ど
で
行

　
わ
れ
た
。
呉
似
林
『
三
代
県
域
民
事
面
罵
与
法
律
秩
序
考
察
㎞
（
中
華
轡
局
、
二

　
〇
＝
二
年
）
第
二
章
「
基
層
社
会
的
糾
紛
解
決
」
で
も
『
南
部
県
衙
桜
案
㎞
の
な

　
か
か
ら
神
祠
・
寺
廟
で
紛
争
処
理
が
行
わ
れ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
。

⑳
　
巫
仁
恕
「
明
清
江
南
東
酸
菌
信
仰
与
城
市
群
衆
的
導
体
抗
議
一
以
蘇
州
民
変
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為
討
論
中
心
」
（
李
孝
悌
編
魍
中
国
的
城
市
生
活
』
聯
経
出
版
事
業
、
二
〇
〇
五

年
）
で
は
、
小
説
史
料
か
ら
開
清
時
代
の
江
南
地
方
の
多
量
廟
が
城
陸
神
の
上
位

に
あ
り
、
城
難
山
が
受
理
し
な
い
案
件
を
上
訴
し
た
例
を
挙
げ
る
。
ま
た
高
万
桑

（
著
）
、
曹
新
宇
・
古
勝
紅
訳
「
清
代
江
南
地
区
的
附
議
廟
・
曇
天
師
及
道
教
官

僚
体
系
」
（
『
清
史
研
究
』
二
〇
一
〇
年
率
一
期
）
に
よ
れ
ば
江
南
地
方
で
は
城
陸

神
に
対
し
て
出
さ
れ
た
告
訴
が
東
嶽
大
帝
↓
尊
皇
上
帝
と
上
程
さ
れ
、
実
際
に
は

張
天
師
が
城
陛
廟
に
指
示
を
出
す
形
で
処
理
さ
れ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
『
巴

　
県
楷
案
』
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
冥
界
の
秩
序
意
識
や
道
教
教
団
の
介
入
を
確
認
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑪
　
重
慶
の
慈
善
事
業
に
関
し
て
は
、
小
武
海
櫻
子
爵
が
「
清
末
民
初
期
の
明
達
慈

　
善
会
と
慈
善
事
業
漏
（
『
越
境
す
る
近
代
東
ア
ジ
ア
の
民
衆
宗
教
一
中
国
・
台
湾
・

　
香
港
・
ベ
ト
ナ
ム
、
そ
し
て
日
本
睡
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
で
標
本
的
な
考

　
察
を
し
て
い
る
ほ
か
、
青
玉
前
掲
「
八
省
会
館
与
市
鎮
権
力
格
局
」
で
も
噸
巴
県

　
梢
案
』
を
申
心
に
論
じ
ら
れ
る
。
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第
三
章
　
巴
県
農
村
部
の
宗
教
的
空
悶

（…

j
巴
県
農
村
部
の
概
況

　
こ
こ
で
は
重
慶
府
巴
県
農
村
部
の
宗
教
的
空
間
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
梢
案
史
料
は
散
発
的
に
起
き
た
農
村
部
の
事
件
や
紛
争
の
場
面

を
も
再
現
す
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
歴
史
記
述
で
は
な
い
。
し
か
し
特
定
の
地
域
に
相
当
数
の
案
件
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
断
片
の
集
積
で
あ
っ
た

と
し
て
も
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
情
報
は
少
な
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
幸
い
に
他
の
地
域
の
農
村
部
に
お
け
る
寺
法
に
関
し
て
先
行
研
究
が
あ
る
た
め
、
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
通
常
、

農
村
部
の
小
規
模
な
寺
廟
は
僧
侶
・
道
士
と
在
地
有
力
者
の
協
力
関
係
を
基
盤
に
し
て
経
営
さ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
経
済
的
に
は
有
力
者
に

依
存
し
、
宗
教
教
団
や
僧
侶
・
道
士
の
主
体
的
な
側
面
は
あ
ま
り
目
立
つ
こ
と
は
な
い
。
特
定
の
宗
族
が
寺
廟
の
経
営
を
独
占
す
る
場
合
も
あ

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
が
、
「
会
」
を
形
成
し
て
集
団
で
管
理
経
営
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
経
済
的
に
い
え
ば
寺
廟
の
祭
礼
は
末
端
の
農
村
市
場
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
．
あ
る
。
巴
県
農
村
部
の
寺
廟
に
つ
い
て
は
思
案
史
料
以
外
に
拠
る
べ
き
材
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
な
か
、

ど
の
程
度
再
現
が
可
能
か
試
み
て
み
る
。

　
次
に
巴
県
の
農
村
部
の
範
囲
を
確
定
し
て
お
き
た
い
。
巴
瓦
は
県
城
の
部
分
と
そ
れ
以
外
の
周
辺
地
域
に
大
別
さ
れ
る
が
、
周
辺
地
域
は
康
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煕
四
六
年
（
一
七
〇
七
）
に
　
二
里
に
再
編
さ
れ
、
忠
・
孝
・
廉
・
節
・
仁
・
智
・
慈
・
祥
・
正
・
直
・
義
・
礼
と
い
う
儒
教
的
徳
目
を
冠
し

た
里
名
と
な
っ
た
。
の
ち
に
義
里
・
礼
里
と
仁
里
・
祥
里
の
一
部
が
江
北
庁
と
し
て
分
割
さ
れ
、
同
治
年
間
の
こ
ろ
の
巴
県
に
は
一
〇
の
里
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

存
在
し
、
黒
の
下
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
甲
に
細
分
さ
れ
て
い
た
。
農
村
部
と
は
こ
れ
ら
の
地
域
を
指
す
も
の
と
す
る
。

（
二
）
巴
県
節
里
九
甲
の
寺
廟
関
係
桜
案

　
こ
こ
で
は
重
慶
府
巴
県
の
節
里
清
畠
と
い
う
地
域
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
節
里
九
甲
は
、
清
代
の
巴
県
の
東
南
端
に
位
置
し
、
現
在
の
重
慶

清
笛
南
区
石
龍
鎮
、
姜
家
鎮
に
相
当
す
る
。
巴
県
会
城
か
ら
は
直
線
距
離
で
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前
後
離
れ
た
山
間
部
に
あ
る
が
、
『
巴
里
楷

案
騙
で
は
県
議
か
ら
一
四
〇
里
か
ら
二
〇
〇
里
（
益
田
○
か
ら
＝
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
程
度
で
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
交
通
路
と
し
て
の

換
算
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
す
ぐ
東
は
南
川
県
に
境
を
接
し
て
い
る
。
筆
者
が
先
に
お
こ
な
っ
た
『
邑
県
営
案
（
同
治
朝
）
』
〈
婦
女
〉
の
案
件

一
三
七
〇
件
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
原
告
・
被
告
の
居
住
地
が
節
里
で
あ
る
案
件
は
～
0
八
件
で
も
っ
と
も
件
数
が
多
く
、
な
か
で
も
九
三
に
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

七
件
、
十
甲
に
三
六
件
が
集
中
す
る
な
ど
、
他
地
域
に
比
べ
て
訴
訟
が
多
い
地
区
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
実
際
に
同
三
年
問
の
寺
廟
関
係

の
訴
訟
も
非
常
に
複
雑
化
し
た
案
件
が
い
く
つ
か
存
在
し
、
「
認
証
（
訴
訟
が
盛
ん
）
」
の
気
風
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
目
録
に
よ
る
だ
け
で
も
節

里
九
甲
に
関
わ
る
案
件
が
『
置
県
懸
案
』
全
体
で
一
九
〇
〇
件
余
り
の
確
認
で
き
、
今
後
の
研
究
の
進
展
に
大
き
な
可
能
性
を
有
し
て
い
る
地

域
だ
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
節
里
九
甲
に
あ
っ
た
寺
廟
は
～
九
四
～
年
の
巴
県
の
「
軽
輩
登
記
報
告
表
」
に
よ
れ
ば
、

　
　
龍
鳳
山
・
宝
慶
寺
・
万
天
宮
・
名
月
寺
・
大
禄
寺
・
普
照
寺
・
観
音
寺
・
洞
泉
華
・
観
音
殿
・
玄
同
観
・
新
田
庵
（
以
上
は
石
龍
郷
）

　
　
白
雲
寺
（
姜
家
郷
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
一
二
の
寺
廟
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
万
天
宮
の
み
道
観
だ
が
、
登
記
で
は
仏
憎
が
住
持
を
務
め
て
お
り
、
や
は
り
仏
教
・
道
教
の

聖
廟
の
区
別
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
「
聖
廟
登
記
報
告
表
」
に
よ
れ
ば
そ
の
時
点
で
の
聖
廟
内
の
七
道
の
人
数
は
い
ず
れ
も
三
人
か
ら
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六
人
程
度
と
小
規
模
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
節
里
九
甲
の
寺
廟
は
典
型
的
な
農
村
部
の
小
廟
で
あ
り
、
そ
こ
で
見
ら
れ
る
状
況
も
農
村
部
の
日

常
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
『
里
県
警
案
』
の
案
件
を
見
て
い
き
た
い
。
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〔
案
件
⑪
〕
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
二
乞
ρ
扇
。
。
㎝
ω

同
治
元
年
（
～
八
六
二
）
三
月
　
　
　
　
（
原
告
）
僧
福
融
（
宝
慶
寺
の
住
持
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
告
）
僧
法
智

　
（
内
容
）
宝
慶
寺
の
住
持
・
福
融
は
負
債
を
か
か
え
て
お
り
、
宝
慶
寺
の
管
理
権
を
質
入
れ
し
、
返
済
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
宝
慶

　
寺
の
僧
・
法
智
は
そ
れ
を
妨
害
し
、
弟
で
節
里
九
甲
の
有
力
者
・
輩
占
一
と
と
も
に
福
融
を
退
去
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
二
月
二
八
日
に
は

　
沖
融
の
不
在
中
に
無
理
や
り
寺
に
押
し
か
け
て
居
座
り
、
「
諭
牌
」
や
神
像
の
右
手
、
羅
漢
像
の
臓
腹
の
器
皿
な
ど
破
壊
し
た
。
法
智
の

　
側
の
雷
い
分
で
は
、
福
融
は
去
年
の
段
階
で
団
練
と
の
合
議
で
追
放
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
勝
手
に
戻
っ
て
き
た
と
す
る
。
こ
の
案

　
件
で
は
宝
慶
寺
内
の
僧
同
士
の
抗
争
に
そ
れ
ぞ
れ
血
縁
関
係
に
あ
る
在
地
有
力
者
が
加
担
し
、
寺
産
を
奪
い
合
う
こ
と
と
な
っ
た
。

m
案
件
⑫
〕
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
）
瞭
乞
ρ
濠
。
。
①

同
治
二
年
（
　
八
六
三
）
六
月
　
　
　
　
（
原
告
）
李
天
培

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
告
）
張
老
広
（
張
新
栄
）
ら

　
（
内
容
）
李
天
培
は
水
口
廟
の
祈
雨
会
に
際
し
て
、
張
老
名
か
ら
供
物
の
豚
肉
を
掛
買
い
し
、
代
金
の
一
部
を
支
払
っ
た
。
祈
雨
会
の
日

　
に
供
物
の
牛
肉
の
代
金
を
支
払
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
張
老
ム
が
な
ら
ず
者
た
ち
と
と
も
に
襲
撃
し
、
代
金
の
ほ
か
祈
雨
会
の
会
銭
や
衣

　
服
な
ど
も
奪
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
張
老
ム
側
も
反
訴
し
、
い
く
ら
請
求
し
て
も
李
天
爵
が
代
金
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
訴
え
て
い

　
る
。



門
案
件
⑬
〕
『
巴
県
桜
案
（
同
治
朝
）
甑
翼
ρ
ω
ω
＄

同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
八
月
　
　
　
　
（
原
告
）
童
永
盛
（
団
総
）
、
周
玉
響
（
客
長
）
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
告
）
黄
三
、
黄
朝
順
、
趙
錯
書

　
（
内
容
）
水
口
廟
の
管
理
を
任
さ
れ
て
い
た
黄
三
は
弟
の
黄
雲
順
と
と
も
に
趙
蒋
氏
を
連
れ
込
ん
で
姦
通
し
、
廟
宇
を
汚
し
た
。
有
力
者

　
た
ち
の
合
議
の
末
、
黄
三
を
逐
出
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
彼
ら
は
父
親
を
利
用
し
て
反
対
に
訴
え
返
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
隣
接
す
る
太

　
平
団
の
首
事
ら
の
訴
え
が
別
に
あ
り
、
周
全
順
ら
は
宿
屋
を
営
ん
で
高
捲
を
販
売
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
成
書
一
一
年
（
一
八
六
～
）
に

　
罰
と
し
て
団
に
火
薬
を
納
付
さ
せ
ら
れ
た
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越〉

　
こ
れ
ら
二
つ
の
案
件
の
舞
台
と
な
っ
た
水
口
廟
は
、
訴
状
に
「
原
傍
居
落
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
普
段
は
住
持
僧
も
い
な
い
小
廟
で
あ
り
、

姜
馬
場
の
人
々
が
共
同
で
維
持
し
て
い
た
こ
と
の
一
端
を
窺
い
う
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ほ
ど
寺
産
も
持
た
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
心
緒
一
七
年

（一

ｪ
九
一
）
に
は
水
口
襲
業
の
樹
木
を
勝
手
に
伐
採
し
て
売
っ
た
と
し
て
訴
訟
が
起
き
た
。
（
『
巴
県
梢
案
（
光
緒
朝
二
乞
ρ
一
8
㎝
ω
、
た
だ
し
未

見
）

〔
案
件
⑭
〕
『
巴
県
榿
案
（
同
治
朝
二
乞
9
一
念
。
。
H

同
治
二
年
（
一
八
六
三
）
十
一
月
　
　
　
　
（
原
告
）
羅
百
舌
・
張
治
山
・
輩
占
益
ら

　
（
内
容
）
観
音
寺
は
＝
一
〇
〇
余
習
も
の
負
債
が
あ
り
、
住
持
の
な
り
手
が
な
く
、
先
に
住
持
の
普
開
が
知
県
に
困
窮
を
訴
え
て
い
た
。

　
節
二
九
甲
の
有
力
者
で
あ
る
羅
徳
超
ら
は
官
に
申
し
出
て
、
公
議
の
結
果
、
廟
田
の
三
分
の
一
を
祭
紀
費
用
に
し
、
三
分
の
二
を
輩
融
村

　
に
売
却
し
て
借
金
返
済
に
充
て
る
こ
と
に
し
た
。
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羅
徳
超
は
〔
案
件
⑪
〕
で
も
郷
約
と
し
て
名
が
み
え
る
。
璽
占
益
は
『
巴
県
桜
案
（
同
治
朝
）
』
閉
ρ
G
。
ミ
に
も
「
二
面
」
に
名
を
連
ね
て
お

り
、
〔
案
件
⑪
〕
の
箪
占
一
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
箪
氏
が
石
龍
場
で
も
っ
と
も
有
力
な
宗
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
輩
氏
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

譜
隔
か
ら
も
分
か
り
、
石
龍
鎮
の
中
心
部
に
現
存
す
る
鼻
面
の
邸
宅
も
往
時
の
勢
力
を
偲
ば
せ
る
。
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〔
案
件
⑮
〕
『
巴
県
梢
案
（
同
治
朝
）
』
乞
ρ
。
。
O
ρ
乞
○
る
。
。
O
◎
乞
。
．
一
ホ
O
。
。

同
治
七
年
（
「
八
六
入
）
か
ら
｝
二
年
（
「
八
七
三
）
に
か
け
て
継
続
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
告
）
僧
照
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
被
告
）
僧
普
学
・
通
伝

　
（
内
容
）
乞
ρ
。
。
①
。
。
の
僧
照
権
の
訴
え
に
よ
れ
ば
、
照
権
は
白
雲
寺
の
住
持
で
あ
り
、
普
学
は
も
と
白
雲
寺
の
僧
で
あ
っ
た
が
「
清
規
を

　
守
ら
ず
」
婦
女
と
姦
通
し
て
逐
出
さ
れ
た
。
ま
た
普
学
の
弟
子
・
同
士
は
万
天
宮
で
婦
女
と
姦
通
し
、
団
練
・
郷
約
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ

　
た
。
と
こ
ろ
が
同
治
七
年
目
一
八
六
八
）
＝
月
に
曽
池
に
唆
さ
れ
た
通
伝
が
多
人
数
を
引
き
連
れ
て
白
雲
寺
に
来
て
、
僧
・
照
榿
を
殴

　
つ
た
。
照
権
は
団
子
・
難
聴
に
訴
え
、
ま
た
僧
重
量
に
も
十
二
し
た
。
一
方
、
普
学
側
の
集
い
分
で
は
照
権
が
「
搭
棍
」
の
江
徳
元
と
謀

　
っ
て
普
学
を
謳
告
し
た
と
い
う
。

　
こ
の
案
件
の
原
告
側
に
は
保
正
の
江
恒
山
の
ほ
か
団
首
・
客
長
ら
の
有
力
者
が
同
臭
と
し
て
名
を
連
ね
、
被
告
側
に
も
施
主
の
王
玉
娠
の
ほ

か
団
首
・
団
約
な
ど
の
有
力
者
が
付
く
形
だ
が
、
つ
ま
り
は
施
主
と
住
持
が
白
雲
寺
の
経
営
を
め
ぐ
っ
て
主
導
権
争
い
を
し
た
の
で
あ
る
。
審

訊
で
は
大
本
が
万
天
宮
で
尼
僧
と
姦
通
し
た
不
行
状
が
認
定
さ
れ
、
憎
会
司
に
命
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
寺
で
修
行
を
命
じ
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
白
雲
寺
と
王
玉
響
は
威
豊
九
年
（
～
八
五
九
）
か
ら
訴
訟
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
と
き
は
白
雲
寺
の
僧
・
遠
山
が
王
玉
娠
は
施
主
の
一
族
を

偽
称
し
て
い
る
と
訴
え
た
が
、
窯
ρ
刈
G
。
①
O
の
案
件
で
は
一
度
こ
の
こ
と
が
知
県
か
ら
認
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
府
に
上
黙
す
る
際
の
資
料
と



し
て
添
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
照
権
と
半
玉
姦
と
の
争
い
も
基
本
的
に
こ
の
延
長
上
に
あ
る
。
両
者
は
互
い
に
相
手
側
は
訴
訟
ゴ
ロ
だ
と
書

き
立
て
、
訴
え
は
重
慶
府
ま
で
持
ち
込
ま
れ
た
。
ま
た
瓢
ρ
ぱ
①
O
O
。
で
は
自
分
こ
そ
が
本
当
の
白
雲
寺
住
持
だ
と
す
る
僧
・
照
提
が
、
照
権
ら

は
管
理
を
代
行
し
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
勝
手
に
添
田
を
売
却
し
た
こ
と
を
告
発
し
、
訴
訟
は
さ
ら
に
複
雑
な
展
開
と
な
る
。
ち
な
み
に
照
権
は

隣
接
す
る
節
里
十
甲
の
朱
顕
名
と
も
租
佃
関
係
で
紛
争
を
起
こ
し
て
い
る
（
『
巴
県
梢
案
（
岡
治
朝
）
舳
乞
ρ
ω
繍
）
。

　
こ
の
訴
訟
の
舞
台
と
な
っ
た
白
雲
寺
は
節
里
九
甲
の
自
家
場
の
寺
で
あ
る
が
、
乞
○
．
刈
。
。
①
①
に
添
付
さ
れ
た
康
煕
四
九
年
（
一
七
一
〇
）
以
来

の
碑
刻
・
契
約
の
写
し
か
ら
寺
の
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
時
荒
廃
し
て
い
た
白
雲
寺
は
翼
翼
吉
と
い
う
人
物
が
施

捨
し
、
そ
の
際
に
王
氏
一
族
は
白
雲
寺
に
出
入
り
禁
止
、
白
雲
寺
の
寺
僧
に
も
し
不
行
状
が
あ
れ
ば
在
地
有
力
者
の
合
議
に
よ
っ
て
逐
出
す
る

こ
と
な
ど
の
契
約
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
た
が
、
年
月
と
と
も
に
摩
滅
し
た
と
い
う
。

清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

　
以
上
、
節
里
九
甲
を
例
に
農
村
部
の
資
源
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
見
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
寺
廟
経
営
の
権
利
関
係
の
複
雑
さ
を
反
映
し
て
い
る
。

『
巴
番
謡
案
隔
の
な
か
に
は
施
主
の
～
族
が
し
ば
し
ば
聖
廟
の
財
産
関
係
の
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
多
く
は
住
持
が
勝
手
に
売
買
し
た
こ

と
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
節
里
九
甲
の
案
件
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
清
代
後
期
の
『
巴
県
試
案
』
で
は
特
定
の
宗
族

が
石
器
を
支
配
、
独
占
す
る
寺
童
の
例
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
施
主
の
一
族
は
寺
廟
に
相
当
程
度
介
入
で
き
る
が
、
寺
廟
住
持
は
他
の
有
力
者

や
衙
門
に
訴
え
る
こ
と
で
そ
れ
を
制
御
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
族
の
相
対
的
な
弱
さ
は
移
民
の
割
合
が
高
い
巴
県
に
特
徴
的
だ
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
巴
里
で
は
寺
廟
経
営
は
住
持
の
才
覚
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
、
寺
廟
の
財
産
は
こ
う
し
た
経
営
努
力
に
よ
っ
て
購
入
し
た
廟

田
と
施
主
に
よ
る
廟
田
で
財
産
が
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
重
慶
の
都
市
部
で
は
公
局
や
猛
威
な
ど
の
建
設
・
運
営
を
推
進
す
る
「
善

計
」
た
ち
の
活
動
が
盛
ん
に
な
り
、
城
半
影
を
は
じ
め
城
内
の
主
要
な
論
策
は
そ
う
し
た
「
暴
挙
」
の
中
心
施
設
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
社
会

風
潮
は
農
村
部
に
も
及
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
『
巴
県
梢
案
』
か
ら
み
る
限
り
、
農
村
部
で
は
同
じ
階
層
に
属
す
る
有
力
者
た
ち
が
寺
廟
財
産
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の
私
物
化
を
画
策
し
、
僧
侶
・
道
士
の
側
も
寺
廟
経
営
権
の
拡
大
を
図
る
こ
と
で
激
し
い
対
立
が
起
き
て
い
た
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
種
の
訴
訟
は
清
子
後
期
の
同
高
年
問
に
限
ら
ず
、
乾
隆
年
間
で
も
光
緒
年
間
で
も
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
農
村
部
の

寺
廟
を
め
ぐ
る
環
境
は
短
期
間
で
急
変
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
ま
で
は
前
後
の
時
代
に
敷
宿
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
今
後
は

族
譜
や
地
方
資
料
を
さ
ら
に
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
で
農
村
部
の
社
会
状
況
の
再
現
が
い
っ
そ
う
進
む
と
考
え
ら
れ
る
。

①
近
年
の
研
究
と
し
て
王
守
恩
『
諸
神
与
衆
生
清
代
・
民
国
山
西
太
線
的
民
間

　
信
仰
与
郷
村
社
会
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
、
川
口
幸
大
『
東

　
南
中
国
に
お
け
る
伝
統
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
　
珠
江
デ
ル
タ
村
落
社
会
の
死
者
儀

　
礼
・
神
祇
祭
鵜
・
宗
族
組
織
㎞
（
風
響
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
を
挙
げ
て
お
く
。

②
田
仲
一
成
『
中
国
の
宗
族
と
演
劇
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
、
朴

　
元
焔
「
方
仙
翁
廟
考
－
朝
影
安
県
方
儲
銀
翼
宗
祠
転
化
褥
中
心
」
（
国
振
満
・

　
陳
春
声
主
編
『
民
間
信
仰
与
社
会
空
間
㎞
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。

③
陳
温
良
『
増
訂
本
中
国
的
社
与
謝
』
（
申
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
二

　
年
）
第
四
章
「
文
化
生
活
型
会
社
」
で
は
各
地
の
廟
会
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
ま

　
た
徽
州
の
事
例
と
し
て
熊
遠
報
欄
清
代
濃
州
地
域
社
会
史
研
究
㎞
（
移
目
書
院
、

　
二
〇
〇
三
年
）
第
二
章
門
帰
属
と
自
主
の
問
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
組
織
「
会
」

　
が
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

④
糊
同
治
巴
県
志
㎞
巻
一
、
麗
域
志
。

⑤
拙
稿
「
『
自
県
甲
案
（
同
田
熊
）
㎞
〈
婦
女
〉
の
概
要
t
覚
書
と
し
て
」
（
『
文

　
化
聯
帯
年
胡
諏
』
第
山
ハ
一
二
口
万
、
二
〇
一
四
年
）
。

⑥
　
重
慶
市
場
南
区
榿
案
館
所
蔵
（
益
鳥
番
号
こ
マ
？
《
ゐ
8
山
一
　
巴
県
政
府
民

　
政
科
「
関
於
寺
廟
登
記
報
告
表
」
）
。
な
お
「
四
郷
登
記
報
告
表
」
の
巴
県
は
民
国

　
時
代
の
行
政
管
轄
区
域
を
基
に
し
て
お
り
、
清
聴
の
巴
県
と
は
範
囲
が
異
な
る
。

　
民
国
時
代
に
は
席
代
の
旧
諸
県
城
が
門
重
慶
市
」
と
し
て
独
立
し
、
こ
こ
で
の
巴

　
県
は
「
重
慶
市
」
を
除
く
旧
藩
県
で
あ
る
。

⑦
軍
氏
に
関
し
て
は
石
龍
鎮
政
府
書
志
編
纂
室
『
重
慶
市
巴
南
区
石
龍
鎮
志
』

　
（
未
刊
稿
）
の
記
事
に
よ
る
ほ
か
、
輩
氏
の
邸
宅
（
輩
家
大
院
）
は
二
〇
一
四
年

　
八
月
に
筆
者
も
調
査
で
実
見
し
た
。

⑧
目
録
に
よ
れ
ば
該
妾
の
案
件
は
噸
巴
県
桜
案
（
成
登
簿
）
』
三
ρ
b
。
窃
恥
と
考
え

　
ら
れ
る
が
未
見
。
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第
四
章
　
清
代
後
期
の
重
慶
に
お
け
る
新
た
な
宗
教
的
潮
流

（
じ
地
方
官
と
四
川
の
新
た
な
宗
教
的
潮
流

一
九
世
紀
は
重
慶
の
宗
教
に
と
っ
て
劇
的
な
変
化
が
起
き
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
起
案
が
描
き
出
す
都
市
や
農
村
の
ミ
ク



清代後期における重慶府巴県の寺麟と地方社会（水越）

ロ
な
状
況
の
背
景
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
四
川
地
方
一
帯
で
起
き
た
新
た
な
宗
教
運
動
に
つ
い
て
も
『
降
心
梢
案
』
を
中
心
に
史
料
を
分
析
し

て
み
た
い
。
　
九
世
紀
の
四
川
の
新
し
い
宗
教
運
動
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
主
に
は
宗
教
反
乱
史
の
観
点
か
ら
嘉
慶
年
間

の
白
蓮
教
徒
の
反
乱
、
お
よ
び
そ
の
分
派
の
四
川
に
お
け
る
活
動
や
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
重
慶
地
域
で
流
行
し
た
扶
鷺
（
神
降
ろ
し
）
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

況
や
思
想
内
容
、
宗
教
活
動
と
有
力
者
に
よ
る
慈
善
活
動
と
の
関
係
な
ど
の
幅
広
い
観
点
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
こ
れ
ま
で
『
巴
県
楷
案
鰍
が
用
い
た
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
こ
こ
で
史
料
状
況
や
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
問
題
点
を
示
し
て
お
く
こ
と
が

今
後
の
研
究
の
た
め
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
『
巴
県
榿
案
』
に
よ
れ
ば
、
威
豊
三
年
（
一
八
五
三
）
一
二
月
一
〇
日
、
重
慶
府
か
ら
の
筍
に
従
っ
て
出
さ
れ
た
巴
県
知
県
の
覚
南
幸
慶
の

諭
告
が
あ
る
。
重
慶
府
は
邪
説
に
よ
っ
て
民
心
を
惑
わ
せ
る
者
を
必
ず
諒
す
る
よ
う
所
属
の
各
州
県
に
命
じ
た
。
そ
の
上
で
、

　
　
自
分
の
本
分
を
守
ら
な
い
連
中
が
聖
諭
を
宣
講
ず
る
こ
と
に
名
を
借
り
て
、
豊
年
を
請
い
、
鬼
神
に
仮
託
し
、
み
だ
り
に
禍
福
を
ロ
に
す

　
　
る
た
め
、
無
知
な
愚
民
が
誘
惑
さ
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
紳
士
や
名
家
の
者
ま
で
が
多
く
信
じ
込
ん
で
疑
わ
な
い
。
以
前
に
浩
州
の

　
　
秦
小
善
な
る
者
が
「
豊
富
図
」
を
刊
刻
し
た
一
件
で
は
、
関
係
者
の
な
か
の
多
く
が
学
校
の
学
生
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
に
附
和
し
、
書
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
を
刊
刻
し
て
各
処
に
蔓
延
さ
せ
た
。

「
醒
世
図
」
の
　
件
は
版
木
を
押
収
し
、
本
を
焼
却
す
る
こ
と
で
大
事
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
合
州
で
は
溢
更
冊
が
乱
示
と
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
て
教
え
を
広
め
『
仙
髄
真
伝
』
を
得
た
と
し
た
事
件
が
起
き
た
。
四
川
は
「
五
方
篠
処
」
の
地
で
あ
り
、
人
心
が
浮
つ
い
て
惑
わ
さ
れ
や
す

い
こ
と
か
ら
、
徹
底
し
た
取
り
締
ま
り
と
教
化
に
よ
っ
て
対
処
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
危
機
感
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
た
状
況
は
、
ま
さ
し
く
地
方
官
の
視
点
か
ら
捉
え
た
当
時
の
新
し
い
宗
教
運
動
の
姿
で
あ
る
。
仮
に
整

理
し
て
み
る
と
、
（
1
）
聖
諭
告
講
に
託
け
て
扶
鶯
を
行
い
、
人
民
を
惑
わ
す
、
（
2
）
扶
鶯
は
知
識
階
層
に
ま
で
広
ま
り
、
書
物
の
刊
行
に
及

ん
だ
、
と
い
う
二
点
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
二
点
が
『
巴
草
梢
案
』
で
ど
の
よ
う
に
触
れ
ら
れ
る
か
見
て
み
た
い
。

　
ま
ず
宣
講
に
託
け
て
耳
蝉
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
武
内
房
司
氏
が
論
ず
る
よ
う
に
、
国
家
の
文
教
政
策
と
し
て
の
聖
諭
宣
講
に
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「
扶
鶯
」
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
状
況
を
指
す
。
そ
も
そ
も
宣
講
は
明
の
洪
武
帝
の
「
六
諭
」
を
郷
村
で
宣
読
し
た
制
度
に
起
源
す
る
が
、
清

代
に
は
順
治
帝
の
「
聖
早
筆
訓
」
、
康
煕
帝
の
「
聖
諭
十
六
条
」
が
あ
り
、
毎
月
の
朔
と
望
の
日
に
学
官
や
郷
紳
た
ち
に
督
励
し
て
行
わ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
と
が
地
方
官
の
重
要
な
任
務
で
あ
っ
た
。
『
巴
県
椙
案
輪
で
も
成
立
元
年
（
一
八
五
一
）
三
月
、
四
川
総
督
が
他
省
に
比
べ
て
命
懸
（
人
命
に

関
す
る
案
件
）
が
数
倍
に
も
達
す
る
こ
と
を
重
く
み
て
、
郷
学
に
『
聖
諭
広
病
竃
言
韻
文
』
と
『
禍
福
自
求
録
』
の
頒
布
を
命
じ
て
い
る
。
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
み
に
『
禍
福
自
求
聖
訓
は
四
川
総
督
が
公
務
の
余
暇
に
勧
善
懲
悪
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
書
と
の
説
明
が
あ
る
。
ま
た
同
治
一

一
年
（
一
八
七
二
）
、
重
慶
府
が
府
城
隆
廟
で
『
聖
諭
広
訓
十
六
条
』
を
宣
講
ず
る
の
に
倣
い
、
所
属
の
州
県
に
も
毎
月
朔
望
の
宣
講
の
徹
底
を

　
　
　
　
⑥

命
じ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
半
ば
に
新
た
に
起
こ
っ
た
状
況
と
し
て
、
重
慶
を
含
む
四
川
地
方
で
は
関
帝
や
文
昌
帝
君
な
ど
が
降
臨
し
、
災
害
な
ど

か
ら
人
々
を
救
済
す
る
と
い
う
信
仰
が
急
速
に
拡
大
し
た
。
扶
灘
は
、
宗
教
結
社
の
布
教
活
動
に
大
い
に
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
正
統
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
聖
諭
宕
講
の
場
に
も
入
り
込
み
、
国
家
の
権
威
を
動
揺
さ
せ
る
存
在
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
知
識
階
層
の
聞
で
も
「
文
壇
」
と
し
て
扶
鷲
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

流
行
し
た
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
小
武
海
櫻
子
宮
も
紹
介
し
た
『
写
影
桜
案
（
同
早
朝
）
』
乞
ρ
O
緯
の
案
件
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
同
治
二
年

（一

ｪ
六
三
）
、
銅
梁
県
の
文
生
員
・
朱
尊
墨
が
銅
梁
県
の
太
平
寺
や
さ
ら
に
県
学
で
も
欝
欝
を
し
て
学
生
た
ち
を
惑
わ
せ
、
布
施
を
集
め
て
い

た
。
こ
れ
に
は
生
業
ク
ラ
ス
の
同
調
者
が
出
て
、
扶
鷲
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
儒
教
正
宗
』
を
広
め
る
活
動
を
し
、
雪
庇
で
も
活
動
を
し
て
い

　
　
　
⑨

た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
宗
教
運
動
が
よ
り
過
激
な
態
様
を
示
し
て
く
る
と
桜
案
の
な
か
で
し
ば
し
ば
「
邪
教
」
と
表
現
さ
れ
る
存
在

と
な
る
。

　
他
の
地
方
と
同
様
、
邪
教
の
蔓
延
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
既
県
で
も
、
ま
ず
は
邪
教
を
小
さ
な
芽
の
段
階
で
摘
む
努
力
を
し
て
い
る
。

『
巴
県
桜
案
聯
に
も
取
り
締
ま
り
の
諭
告
や
実
際
に
邪
教
に
関
わ
る
人
聞
を
捕
え
た
案
件
な
ど
が
残
っ
て
い
る
。
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〔
案
件
⑯
〕
『
清
心
四
川
巴
県
衙
門
威
豊
朝
梢
案
選
編
』
「
邑
県
県
衙
為
趙
大
願
等
供
伝
習
邪
教
事
録
状
」

　
　
　
　
　
　
⑩

以
下
一
連
の
案
件



成
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
二
月
謹
仕
元
、
趙
大
順
ら
の
供
述

　
（
内
容
）
巴
県
に
隣
接
す
る
南
川
県
の
陳
応
中
・
全
継
福
と
銅
梁
県
の
趙
大
難
が
「
邪
教
」
を
広
め
た
と
し
て
巴
県
の
界
石
場
で
拘
束
さ

　
れ
た
。
趙
大
順
の
供
述
で
は
、
大
悪
は
商
売
で
南
川
県
に
行
き
、
全
凝
脂
の
宿
屋
に
泊
り
商
売
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
成
豊
四
年
（
一
八

　
五
四
）
一
一
月
に
地
震
が
発
生
し
た
。
そ
の
と
き
信
順
は
全
野
福
・
陳
応
中
ら
が
常
に
「
稔
経
喫
素
」
し
て
い
た
お
か
げ
で
家
屋
が
無
事

　
で
あ
っ
た
と
考
え
、
自
ら
も
斎
戒
し
『
金
剛
経
』
を
唱
え
、
「
玉
書
大
天
尊
」
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
邪
教
を
奉
じ
て
い
る
の
で

　
は
な
い
と
し
た
。
陳
応
中
も
『
太
上
感
応
義
甲
・
『
観
音
経
』
を
唱
え
菜
食
し
て
い
た
だ
け
だ
と
し
て
邪
教
の
宣
教
を
否
定
し
て
い
る
。
そ

　
の
後
、
拘
束
中
の
陳
応
中
が
病
死
し
た
ほ
か
は
事
件
の
顛
末
は
不
明
で
あ
る
。
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〔
案
件
⑰
〕
『
巴
県
榿
案
（
同
治
朝
）
』
乞
ρ
①
芦
乞
ρ
一
合
巳

同
治
＝
二
年
（
～
八
七
四
）

　
（
内
容
）
薫
九
如
ら
は
巴
県
と
三
江
県
の
境
界
付
近
に
潜
伏
し
灯
花
教
を
広
め
、
混
合
順
ら
は
そ
の
教
え
に
従
い
、
郷
民
ら
を
誘
い
込
ん

　
だ
。
同
治
＝
二
年
の
二
月
に
薫
九
如
・
陳
合
順
ら
が
捕
え
ら
れ
た
が
、
陳
合
順
は
悔
号
し
た
と
し
て
釈
放
さ
れ
た
。
こ
れ
で
い
っ
た
ん
鎮

　
静
化
し
た
が
、
そ
の
一
味
の
者
た
ち
が
貴
州
に
潜
伏
、
そ
の
後
腰
県
に
舞
い
戻
っ
て
諸
葛
孔
明
の
碑
や
天
神
の
乱
書
な
ど
を
偽
作
し
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
「
尊
敬
し
な
け
れ
ば
必
ず
飛
刀
で
傷
を
お
う
そ
」
な
ど
と
称
し
て
人
心
を
惑
わ
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
陳
耳
順
は
邪
教
に
よ
っ
て
人
々

　
を
扇
動
し
た
と
し
て
再
び
捕
え
ら
れ
、
答
責
の
上
、
枷
を
つ
け
て
晒
さ
れ
た
。

　
こ
こ
に
見
え
る
灯
花
教
に
は
青
蓮
教
の
分
派
と
し
て
劉
義
順
が
広
め
た
も
の
で
あ
り
、
揃
踏
年
間
に
は
貴
州
で
反
乱
を
起
こ
し
、
重
慶
に
も

相
当
の
影
響
が
あ
っ
た
。
『
巴
県
梢
案
隔
に
は
箆
鷺
順
の
一
件
の
ほ
か
に
も
多
く
の
案
件
が
残
っ
て
お
り
、
な
か
に
は
教
義
内
容
を
伝
え
る
貴

　
　
　
　
　
　
⑫

重
な
史
料
も
あ
る
。
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（一

p）

w
巴
県
桜
案
聴
の
な
か
の
善
書

　
最
後
に
『
苗
齢
格
案
』
の
な
か
の
宗
教
関
係
の
史
料
と
し
て
異
彩
を
放
つ
「
善
書
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
梢
案
史
料
と
い
え

ば
一
般
に
行
政
公
文
書
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
種
の
史
料
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
『
巴
県
愚
案
幽
の
一
文
書

と
し
て
整
理
番
号
を
与
え
ら
れ
た
鞍
馬
か
の
善
書
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
明
ら
か
に
異
質
の
史
料
で
あ
り
、
そ
れ
が
楷
案
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
て
保
存
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
は
現
時
点
で
は
断
定
で
き
な
い
が
、
も
し
当
初
か
ら
公
文
書
と
と
も
に
衙
門
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
一
般
に
善
書
は
寺
廟
や
篤
志
家
の
手
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
、
主
に
民
間
で
流
布
し
た
印
象
が
あ
る
が
、
『
太
上
感
応
篇
』
な
ど
が
人
民
教
化

の
材
料
と
し
て
宣
講
の
際
に
用
い
ら
れ
た
側
面
も
あ
る
。
そ
の
た
め
資
料
と
し
て
衙
門
に
架
蔵
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
実
際
に
総
代
の

地
方
官
が
善
書
の
刊
刻
を
主
導
す
る
こ
と
も
普
通
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
清
末
の
戴
傑
は
『
敬
堂
堂
学
治
雑
録
』
の
な
か
で
『
太
上
感
応
篇
』
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

『
文
昌
帝
慰
陰
欝
文
』
な
ど
は
「
郷
村
市
井
の
小
民
」
を
も
教
導
で
き
る
書
物
と
し
て
、
大
い
に
普
及
を
勧
め
て
お
り
、
重
慶
で
も
色
黒
の
徐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

論
語
が
噸
感
応
金
鑑
』
と
『
陰
隅
金
鑑
』
の
二
種
の
善
書
を
刊
刻
さ
せ
て
い
る
。
民
間
に
お
け
る
善
書
の
普
及
が
と
も
す
れ
ば
邪
教
の
活
動
な

ど
社
会
不
安
を
醸
す
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
官
の
手
に
よ
っ
て
「
良
質
な
」
善
書
を
広
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
巴
県
で
も
こ
う
し
た
地
方

官
の
思
惑
か
ら
公
的
な
文
書
と
し
て
保
存
し
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
下
に
『
巴
県
梢
案
輪
に
含
ま
れ
る
四
種
の
善
書
を
紹
介
し
た
い
。

　
（
一
）
「
新
刻
川
主
大
帝
勧
善
文
」
（
琶
県
桜
案
（
乾
隆
朝
）
幽
乞
ρ
8
）
…
…
木
版
刊
本
に
似
る
が
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
は
原
形
は
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
き
な
い
（
以
下
（
2
）
（
3
）
も
同
様
）
。
四
川
の
守
護
神
と
し
て
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
た
園
主
が
乾
草
四
三
年
（
一
七
七
八
）
に
毒
筆
し

た
乱
示
と
書
か
れ
て
お
り
、
「
甲
申
乙
酉
（
乾
隆
二
九
、
三
〇
年
）
」
に
四
川
・
貴
州
で
は
干
ば
つ
で
人
民
の
多
く
が
苦
し
み
、
垂
垂
は
玉
皇
に
救

済
を
哀
願
し
た
が
、
玉
壷
は
人
民
が
こ
れ
ま
で
な
し
た
不
善
に
激
怒
し
て
お
り
容
易
に
許
さ
な
い
。
そ
こ
で
川
主
は
人
民
を
教
化
す
る
と
し
て
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猶
予
を
得
た
の
で
、
四
川
・
貴
州
・
湖
南
な
ど
の
人
民
は
十
種
の
悪
行
を
な
さ
ぬ
よ
う
に
努
め
よ
と
警
告
す
る
。

　
こ
の
内
容
は
山
田
賢
氏
の
い
う
「
救
劫
の
善
書
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
山
田
氏
は
「
救
劫
の
善
書
」
の
源
流
と
し
て
嘉
慶
六
年

（一

ｪ
○
～
）
の
北
京
の
水
災
以
後
に
降
さ
れ
た
暗
示
に
基
づ
く
『
文
士
帝
包
茎
劫
宝
諾
』
を
挙
げ
、
北
京
か
ら
重
慶
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
仮

　
　
⑰

定
す
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
乾
隆
年
間
後
期
に
重
慶
で
刊
刻
さ
れ
て
い
た
こ
の
書
は
、
全
面
的
な
破
滅
と
し
て
の
「
劫
」
の
理
論
こ
そ
明
確
で
は

な
い
が
、
救
劫
思
想
の
源
流
を
探
る
上
で
大
き
な
発
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
（
2
）
「
新
刻
秀
観
音
出
身
修
行
記
」
（
同
塵
）
…
…
乾
隆
三
九
年
（
～
七
七
四
）
ご
ろ
の
重
慶
府
定
遠
県
の
話
。
地
上
の
人
々
の
悪
行
を
竈
神

が
玉
里
に
報
告
し
、
天
罰
が
下
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
が
、
観
音
菩
薩
が
善
人
の
た
め
の
救
済
措
置
を
求
め
、
改
心
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
願
い

出
た
。
そ
し
て
定
遠
県
の
孝
女
の
張
秀
音
の
も
と
で
降
雪
し
、
善
行
を
勧
め
る
乱
示
を
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

　
　
乾
隆
四
十
一
年
（
一
七
七
六
）
八
月
初
七
日
、
四
川
重
慶
府
定
置
県
で
は
｝
孝
女
を
輩
出
し
た
。
姓
は
張
、
名
は
秀
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま

　
　
こ
と
に
天
子
万
年
の
吉
兆
で
あ
る
。
本
県
の
知
県
・
撃
高
陞
は
勧
善
の
言
を
作
り
、
そ
れ
で
大
衆
を
戒
め
、
善
行
を
勧
め
、
心
し
て
菩
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
の
言
葉
の
、
一
句
も
も
ら
さ
ず
真
実
で
あ
る
の
を
聴
か
せ
る
。

と
あ
り
、
知
県
は
こ
の
話
を
記
し
て
人
民
へ
の
戒
め
と
し
た
。
そ
し
て
　
本
心
写
す
れ
ば
三
〇
善
に
相
当
す
る
と
し
て
、
多
く
書
き
写
し
て
広

め
る
べ
き
と
あ
る
。
こ
の
話
の
概
略
は
『
民
国
新
修
武
勝
県
志
』
に
も
載
っ
て
お
り
、
張
秀
音
は
死
後
に
「
秀
観
音
」
と
呼
ば
れ
て
清
来
に
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

び
た
び
霊
異
を
著
し
た
と
あ
る
。

　
（
3
）
「
武
当
山
玄
天
上
帝
垂
訓
文
」
（
同
右
）
…
…
黒
雲
以
降
、
信
仰
を
集
め
た
真
武
神
が
元
の
大
徳
五
年
（
一
三
〇
一
）
に
武
当
山
で
降
筆

し
た
神
里
と
さ
れ
る
。
明
代
以
降
、
繰
り
返
し
刊
刻
さ
れ
た
が
、
清
代
に
入
る
と
題
名
を
変
え
て
他
の
善
書
と
合
刊
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

　
　
⑳

か
っ
た
。
本
文
は
一
般
に
知
ら
れ
る
内
容
と
変
わ
ら
な
い
。
「
武
当
山
玄
天
上
帝
垂
訓
文
」
の
題
名
の
あ
と
に
「
梓
滝
君
感
応
篇
」
と
書
か
れ

る
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
は
な
い
。
宋
尾
に
は
刊
刻
の
経
緯
が
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
（
乾
隆
）
五
十
五
年
二
月
十
五
、
龍
蠕
院
念
仏
悪
質
、
夜
繕
間
、
菩
薩
感
云
必
伝
善
悪
文
。
余
響
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寛
未
存
直
信
。
後
至
三
月
廿
旬
、
菩
薩
喝
云
、
説
吹
溜
必
面
影
皐
水
患
之
災
、
未
野
壷
有
之
乎
。

　
　
余
等
及
得
二
人
発
心
刊
施
、
勧
善
俗
語
、
豊
門
為
善
、
B
后
旺
太
平
安
風
調
真
電
、
五
平
豊
収
、

　
　
人
物
成
享
、
爵
謝
天
地
、
報
達
四
恩
、
善
事
多
伝
。
共
施
善
悪
文
三
千
部
印
送
。

　
　
　
合
邑
　
信
士
　
　
肖
一
朝
　
同
縁
雷
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
屈
宗
徳
　
同
縁
劉
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夏
氏

　
　
　
愈
渓
梓
匠
　
郡
貴
品

　
　
乾
隆
五
十
六
年
辛
亥
歳
仲
秋
月
上
完
之
吉

合
州
で
刊
刻
さ
れ
た
善
書
が
巴
県
の
衙
門
に
架
蔵
さ
れ
た
理
由
も
不
明
だ
が
、
こ
れ
も
前
二
者
同
様
に
広
域
の
災
厄
か
ら
人
々
を
救
済
す
る
た

め
に
善
書
を
普
及
す
る
と
し
て
お
り
、
や
は
り
救
劫
思
想
の
萌
芽
が
見
え
る
。

　
（
4
）
「
辛
聖
君
勧
世
文
」
（
『
巴
県
乙
案
（
道
光
朝
）
睡
Z
ρ
お
O
）
…
…
木
版
一
枚
刷
り
で
威
豊
五
年
（
一
八
五
五
）
の
記
載
が
あ
る
。
内
容
は
当

時
盛
ん
に
出
版
さ
れ
た
善
書
や
金
毛
と
同
傾
向
の
一
般
的
内
容
で
、
訴
訟
を
戒
め
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
東
芝
館
の
附
記
に
よ
れ
ば
同

じ
も
の
が
三
四
枚
あ
る
。
辛
天
君
は
雷
を
司
る
元
帥
神
の
一
人
で
辛
元
帥
と
も
い
わ
れ
、
宋
代
頃
か
ら
道
教
儀
礼
に
登
場
す
る
神
で
あ
る
。
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

代
末
期
の
善
書
の
な
か
で
は
他
の
神
々
と
と
も
に
乱
示
を
行
っ
て
お
り
、
辛
三
江
の
名
を
冠
し
た
勧
善
文
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ほ
か
に
も
「
勧
選
歌
」
や
「
勧
民
歌
」
な
ど
地
方
官
が
頒
布
し
た
勧
善
的
な
文
章
が
あ
り
、
善
書
が
地
方
官
と
民
衆
を
結
ぶ
一
つ
の
回
路
と

し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
世
紀
の
重
慶
を
風
靡
し
た
宗
教
運
動
に
共
通
す
る
上
里
の
一
つ
は
善
書
で
あ
る
。
善
書
の
漏
刻
・
普
及
に
関
し
て
重
慶
地
方
の
善
堂
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

一
つ
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
は
、
重
慶
府
合
川
県
の
会
善
堂
が
数
種
の
善
書
を
刊
刻
し
た
ほ
か
、
巴
県
に
隣
接
す
る
江
北
庁
の
善
堂
・
尊
徳
堂
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
多
く
の
道
教
・
仏
教
・
民
間
信
仰
関
係
の
経
巻
を
出
版
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
こ
う
し
た
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民
間
の
善
書
出
版
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

①
武
内
房
罵
「
清
末
四
川
の
宗
教
運
動
一
轍
鶯
・
宣
講
型
宗
教
結
社
の
誕
生
扁

　
（
㎎
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
三
七
、
一
九
九
〇
年
）
、
山
田
賢
前
掲
書
、

　
小
武
海
櫻
子
「
清
末
四
川
の
驚
堂
と
宗
教
結
社
一
合
摺
諸
善
堂
慈
善
会
前
史
」

　
（
『
東
方
宗
教
徳
一
一
一
、
二
〇
〇
八
年
）
、
前
掲
「
清
末
民
初
期
の
明
達
慈
善
会

　
と
慈
善
事
業
」
な
ど
。

②
鴨
清
代
四
川
巴
県
衙
門
成
田
朝
榿
案
選
至
剛
第
四
柵
、
二
九
〇
頁
「
巴
県
正
堂

　
影
響
母
堂
為
厳
禁
借
講
聖
論
刊
刻
邪
説
惑
世
事
諭
示
」

　
案
奉
本
府
正
堂
那
　
札
開
、
照
得
邪
説
異
端
、
人
心
所
由
壊
、
護
民
芸
世
、
王
法

　
所
必
詠
、
警
部
所
属
各
州
県
、
向
点
不
守
本
分
之
徒
、
毎
籍
宣
書
聖
藩
府
名
、
礪

　
而
請
乱
扶
鶯
、
仮
託
鬼
神
、
妄
言
禍
福
、
不
特
無
知
愚
民
被
其
誘
惑
、
甚
助
繕
紳

　
大
族
、
亦
多
半
信
不
疑
、
鵬
翼
此
滴
州
秦
小
善
刊
刻
醒
田
図
案
内
、
甚
有
身
列
膠

　
靡
之
人
、
随
声
附
和
、
公
然
刊
刻
書
籍
、
蔓
延
各
処
。

③
溢
一
尉
と
『
仙
仏
真
伝
葱
に
つ
い
て
は
小
武
海
櫻
子
前
掲
「
清
末
自
判
の
鷲
堂

　
と
宗
教
結
社
偏
が
『
民
国
合
目
県
志
㎏
の
記
事
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
。

④
　
官
設
に
関
し
て
は
非
常
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
酒
井
忠
夫
『
増
補
　
中
國

　
善
書
の
研
究
隔
上
下
（
請
書
刊
行
会
、
一
九
九
九
年
）
、
張
欝
欝
「
清
代
聖
諭
宣

　
講
類
善
書
的
刊
刻
与
伝
播
」
（
『
復
旦
学
報
〈
社
会
科
学
版
〉
㎞
二
〇
一
～
年
第
三

　
期
）
か
ら
概
容
を
知
り
う
る
。
ま
た
四
川
に
関
し
て
は
、
都
甲
亜
沙
美
「
清
末
民

　
初
の
四
川
に
お
け
る
官
歴
と
通
俗
教
育
」
（
噸
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
臨
三
五
、
二

　
〇
〇
七
年
）
、
隣
部
泰
記
氏
の
一
連
の
研
究
と
し
て
「
四
川
に
起
源
す
る
宣
講
集

　
の
編
纂
　
方
言
語
彙
か
ら
見
た
謡
講
集
の
編
纂
玉
偏
（
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
㎏

　
九
、
二
〇
〇
五
年
）
「
聖
諭
宣
誓
の
歴
史
」
（
魍
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
』
一
二
、

　
工
○
○
八
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
四
川
の
宗
教
状
況
と
の
関
係
で
は
武
内
房
司

　
喬
掲
論
文
、
山
田
賢
前
掲
書
な
ど
。

⑤
　
『
清
代
四
川
巴
県
衙
門
成
凶
器
榿
案
三
編
紬
第
八
冊
、
五
～
八
頁
「
重
慶
府
正

　
堂
為
遵
奉
将
聖
論
四
言
様
文
才
禍
福
自
求
録
川
園
各
郷
学
以
陶
風
俗
事
由
巴
県

　
札
」
。

⑥
『
巴
県
楷
案
（
同
治
朝
）
㎞
客
。
．
｝
｝
お
。

⑦
武
内
房
司
爺
掲
論
文
。
ま
た
游
子
安
「
従
宣
講
聖
諭
到
説
善
書
一
近
代
勧
善

　
方
式
之
伝
承
」
（
『
文
化
遺
蔑
画
二
〇
〇
入
年
第
二
期
）
、
同
「
明
中
葉
以
来
的
関

　
帝
信
仰
一
以
善
書
遺
票
討
申
心
」
（
蝦
鯛
川
・
蘇
慶
華
・
劉
文
星
編
『
近
代
的
関

　
帝
信
仰
与
発
展
一
幕
談
其
番
新
・
馬
櫛
発
展
㎞
（
博
揚
文
化
事
業
有
限
公
司
、
二

　
〇
一
〇
年
）
な
ど
参
照
。

⑧
武
内
房
司
前
掲
論
文
、
小
武
海
滑
子
前
掲
門
清
高
四
川
の
鷲
堂
と
宗
教
結
社
扁
。

⑨
小
武
海
櫻
子
前
掲
「
清
末
四
州
の
鷲
堂
と
宗
教
結
社
」
。

⑩
噸
清
代
四
川
阻
県
衙
門
成
豊
朝
畑
案
選
編
㎞
第
八
冊
、
七
六
～
～
七
七
四
頁
。

　
も
と
は
一
つ
の
案
件
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
影
印
本
で
は
文
書
ご
と
に
タ
イ
ト
ル
を

　
付
し
て
分
け
ら
れ
る
。

⑪
今
見
徳
寝
、
悪
習
復
萌
、
伝
党
多
人
、
日
蘭
留
聚
、
驚
駿
鋳
銭
。
邪
等
出
行
、

　
讃
称
玉
弟
亡
兄
、
虚
言
訪
詰
、
反
出
悪
言
吼
称
、
咄
家
営
為
何
敢
融
諦
、
侑
不
蓉

　
敬
、
必
遭
飛
騰
階
傷
。
又
捏
謡
歌
、
或
詐
孔
明
碑
現
、
或
託
天
神
晶
書
、
以
致
人

　
心
入
惑
、
難
犬
不
安
。

⑫
灯
花
教
に
つ
い
て
は
馬
顯
沙
・
韓
土
方
『
中
国
民
間
宗
教
史
臨
（
上
海
人
民
出

　
版
社
、
一
九
九
二
年
）
、
お
よ
び
武
内
麗
司
「
清
末
宗
教
結
社
と
民
衆
運
動
…

　
青
蓮
教
劉
義
順
派
を
中
心
に
」
（
神
奈
用
大
学
中
国
語
学
科
編
『
中
國
民
衆
史
へ

　
の
視
座
　
新
シ
ノ
ロ
ジ
ー
・
歴
史
編
㎞
東
方
書
唐
、
～
九
九
八
年
）
参
照
。
『
巴

　
甲
斐
案
㎞
内
の
灯
花
教
関
係
史
料
の
所
在
と
主
要
な
内
容
は
曾
召
南
「
劉
義
順
的

　
灯
花
教
与
貴
州
的
号
軍
起
義
」
（
噸
宗
教
学
研
究
』
　
一
九
八
二
年
第
　
期
）
が
指
摘

　
し
て
い
る
Q

⑬
『
巴
県
楷
案
』
は
、
一
九
五
三
年
に
発
見
さ
れ
た
当
時
、
重
慶
の
関
帝
廟
内
に
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反
故
紙
と
し
て
放
櫨
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
も
と
も
と
関
帝
廟
に
あ
っ
た
善

　
書
が
混
入
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑭
　
㎎
敬
簡
堂
学
治
雑
録
』
巻
三
「
刊
発
勧
善
書
示
」
。

⑮
㎎
同
治
巴
県
志
㎞
巻
二
、
政
績
志
、
存
心
乱
の
項
。
両
書
は
東
京
大
学
東
洋
文

　
化
研
究
所
大
木
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
。
ま
た
山
田
賢
「
世
界
の
破
滅
と
そ
の
救
済

　
一
清
宋
の
〈
救
劫
の
善
書
〉
に
つ
い
て
一
」
（
魍
史
筆
㎞
二
～
○
、
一
九
九
八

　
年
）
、
同
氏
「
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
遠
い
水
源
一
清
末
の
「
救
劫
」
思
想
を

　
め
ぐ
っ
て
一
」
（
『
中
国
－
社
会
と
文
化
』
二
六
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

⑯
　
川
主
信
仰
に
つ
い
て
は
テ
リ
ー
峰
フ
リ
ー
マ
ン
（
著
）
、
遊
佐
昇
・
山
田
利
明

　
訳
「
川
主
一
正
統
的
地
方
信
仰
1
」
上
・
下
（
魍
東
方
宗
教
』
八
○
・
八
一
、

　
一
九
九
二
年
）
、
付
玉
響
「
明
清
以
来
四
川
地
区
灘
主
信
仰
時
空
分
布
特
点
与
成

　
平
炉
析
」
（
『
西
南
農
業
大
学
学
報
〈
社
会
科
学
版
〉
撫
　
一
一
－
七
、
二
〇
～
三
年
）

　
な
ど
参
照
。

⑰
　
山
田
賢
前
掲
門
革
命
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
遠
い
水
源
－
清
末
の
門
救
劫
」
思
想

　
を
め
ぐ
っ
て
一
」
。

⑱
　
乾
隆
四
十
一
年
八
月
初
七
日
、
四
川
重
慶
府
修
羅
陵
墓
一
孝
女
、
半
張
名
秀
、

　
実
天
子
万
年
之
兆
也
。
本
県
太
爺
張
蕩
陞
十
二
級
作
此
勧
善
之
聾
口
、
以
警
大
衆
、

　
勧
蛮
民
、
存
心
聴
菩
薩
雷
、
語
句
句
真
。

⑲
欄
民
国
新
修
武
勝
県
志
』
巻
一
二
、
多
識
志
、
方
外
鉄
事
。

⑳
噸
蔵
外
道
書
』
第
二
九
冊
（
巴
略
書
社
、
一
九
九
四
）
に
収
録
さ
れ
る
。
真
武

　
神
信
仰
と
「
武
当
山
玄
天
上
帝
垂
訓
文
」
に
関
し
て
は
玉
響
主
骨
、
王
見
川
・
皮

　
慶
生
『
中
国
近
世
民
間
信
仰
　
宋
元
明
清
㎞
（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
｝
○
年
）

　
第
六
章
「
全
国
性
信
仰
的
形
成
与
発
農
（
上
）
」
参
照
。

⑳
例
え
ば
隅
関
聖
大
帝
返
性
図
輯
要
宝
録
㎞
（
佛
教
大
学
図
書
館
所
蔵
、
宣
統
元

　
年
重
刊
本
）
で
は
雷
府
立
天
君
は
「
怨
夫
貧
賎
文
」
、
「
養
女
不
教
貼
後
悔
文
」
、

　
門
逆
子
歯
面
快
回
頭
文
」
を
乱
示
し
た
と
あ
る
。
ま
た
顧
緑
『
清
嘉
録
』
に
よ
れ

　
ば
、
蘇
州
で
は
六
月
二
十
六
日
は
「
辛
斎
」
と
し
て
、
本
天
君
の
誕
生
日
の
祭
祀

　
が
行
わ
れ
て
い
た
。
中
村
醤
訳
注
噸
清
嘉
録
　
蘇
州
年
中
行
事
記
』
（
平
凡
社
東

　
洋
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。
ま
た
元
帥
神
に
つ
い
て
は
二
階
堂
善
弘
「
『
法

　
海
趨
珠
』
の
元
帥
神
に
つ
い
て
一
道
教
の
酷
・
民
間
信
仰
の
儀
礼
と
元
帥
」

　
（
小
林
正
美
編
輯
道
教
の
斎
法
儀
礼
の
思
想
史
的
研
究
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
六

　
年
）
参
照
。

⑫
　
魍
尊
墨
棺
案
（
光
輪
朝
）
㎞
乞
ρ
N
O
り
ω
で
は
門
勧
孝
歌
」
が
頒
布
さ
れ
た
こ
と

　
が
わ
か
る
。
ま
た
前
掲
糊
巴
蜀
搬
影
』
九
三
頁
に
四
川
総
督
が
出
し
た
「
勧
民

　
歌
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

⑬
　
小
武
海
半
襟
前
掲
門
清
末
四
川
の
鶯
堂
と
宗
教
結
社
」
。

⑳
　
都
築
晶
子
門
龍
谷
大
学
大
宮
図
書
館
蔵
欄
尊
徳
堂
板
　
道
教
叢
典
㎞
解
説
一

　
清
末
民
初
期
の
重
慶
府
に
お
け
る
民
間
宗
教
経
巻
1
」
（
『
龍
谷
大
学
論
集
㎞
四

　
六
一
、
二
〇
〇
三
年
）
。
ま
た
く
鉱
器
珍
日
窪
即
．
、
℃
甑
コ
け
ぎ
σ
q
き
α
幻
①
＝
職
。
口
冒

　
昏
Φ
ご
団
①
o
囲
閃
¢
首
ε
壁
u
≧
9
Φ
ヨ
8
巴
類
葺
Φ
娯
力
Φ
出
訴
2
ω
［
①
鋤
篇
Φ
碁
磐
α

　
℃
暮
房
げ
興
ぎ
Q
り
一
〇
薄
き
。
b
§
帖
恥
ミ
、
沁
N
喧
ミ
斜
鯨
尊
。
送
§
“
・
職
的
ミ
暗
§
客
。
．
群

　
卜
。
O
輿
は
一
九
世
紀
の
重
慶
近
辺
に
お
い
て
活
躍
し
、
四
川
の
商
業
出
版
業
の
盛

　
行
を
背
景
に
多
く
の
道
書
を
出
版
し
た
傅
金
上
の
活
動
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
、

　
当
時
の
巴
県
の
宗
教
と
出
版
の
関
係
を
知
り
う
る
研
究
で
あ
る
。
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む
　
す
　
び

こ
こ
ま
で
『
巴
県
梢
案
下
の
寺
廟
関
係
梢
案
の
概
容
と
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
の
基
礎
的
な
分
析
を
お
こ
な
っ
た
。
目
指
す
と
こ
ろ
は
中
国



清代後期における重慶府巴県の寺廟と地方社会（水越）

近
世
の
宗
教
的
空
間
の
再
現
で
あ
る
が
、
『
巴
県
梢
案
隔
が
記
す
の
は
清
里
後
期
の
重
慶
府
県
県
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
り
、
そ
れ
す
ら

も
梢
案
史
料
だ
け
で
十
分
に
再
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
今
後
の
研
究
の
足
掛
か
り
に
な
る
部
分
は
見
出
せ
た
と
考
え
る
。

　
ま
ず
看
取
で
き
る
の
は
、
清
宴
後
期
に
至
っ
て
も
地
方
社
会
で
は
城
陛
廟
の
存
在
感
が
大
変
に
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
顧
み
れ
ば
、
城
陛
神

は
宋
代
以
降
、
神
々
の
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
浮
沈
が
あ
っ
た
な
か
で
～
超
し
た
地
位
を
保
持
し
て
き
た
数
少
な
い
神
の
一
つ
で
あ
る
。
明
代
以

降
、
冥
界
の
地
方
官
の
性
格
を
完
全
に
確
立
し
た
墨
壷
神
は
、
現
世
の
地
方
官
と
表
裏
を
な
す
関
係
で
あ
っ
た
。
た
だ
現
世
の
地
方
官
は
失
政

も
あ
れ
ば
腐
敗
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
城
陛
神
は
常
に
善
政
が
約
束
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
訴
訟
に
お
い
て
は
城
心
神
や
類
似
す
る
神
格
と
し

て
の
東
嶽
大
帝
の
権
威
は
か
な
り
実
際
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
清
代
後
期
な
る
と
重
慶
の
毒
血
廟
に
は
多
く
の
公
的
施
設
が
設
置

さ
れ
、
地
方
官
と
と
も
に
有
力
者
層
の
介
入
も
増
す
こ
と
に
な
っ
た
。
施
設
設
置
の
理
由
は
官
庁
街
に
位
置
す
る
環
境
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
も
そ
も
城
廻
廟
が
公
共
的
な
空
間
と
し
て
官
民
の
信
仰
が
交
錯
す
る
場
所
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
要
國
で
あ
ろ
う
。
中
国
近
世
の
宗
教
的
空

間
は
城
陛
廟
を
一
つ
の
中
心
に
形
成
さ
れ
、
城
陛
神
の
権
威
が
国
家
や
地
方
官
の
秩
序
を
裏
打
ち
し
て
い
た
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

一
九
世
紀
末
の
重
慶
で
は
、
城
陛
廟
は
財
産
を
侵
奪
さ
れ
、
宗
教
施
設
と
し
て
は
機
能
不
全
と
な
っ
て
お
り
、
権
威
の
低
下
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。

　
ま
た
『
呂
県
側
案
』
か
ら
窺
い
う
る
農
村
部
の
聖
廟
で
は
、
有
力
者
に
よ
る
私
物
化
が
常
態
で
あ
り
、
僧
侶
・
道
士
の
側
も
住
持
へ
の
就
任

が
同
時
に
寺
廟
の
経
営
権
取
得
を
意
味
す
る
た
め
、
財
産
を
め
ぐ
る
両
者
の
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
同
時
に
重
慶
で
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
流

行
し
た
扶
鷲
な
ど
の
「
邪
教
」
の
活
動
は
他
県
と
の
県
境
や
農
村
部
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
寺
廟
が
そ
う
し
た
運
動
の

中
心
と
な
っ
た
形
跡
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　
本
稿
で
扱
っ
た
桜
案
は
ほ
と
ん
ど
一
九
世
紀
末
の
重
慶
開
港
以
前
の
状
況
で
あ
り
、
そ
の
後
訪
れ
る
宗
教
的
空
間
に
お
け
る
近
代
の
到
来
も

都
市
部
と
農
村
部
で
か
な
り
の
落
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
は
民
国
時
代
に
な
る
と
紫
黒
城
内
に
あ
っ
た
城
壁
上
を
は
じ
め
、

清
里
の
祀
典
に
名
を
連
ね
た
廟
の
ほ
と
ん
ど
が
姿
を
消
し
、
わ
ず
か
に
孔
子
廟
と
関
羽
・
岳
飛
を
祭
る
関
岳
廟
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
の
に
対
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②し
、
農
村
部
で
は
民
国
時
代
に
も
な
お
多
く
の
寺
廟
が
存
し
て
宗
教
空
間
を
提
供
し
、
さ
ら
に
は
二
〇
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
伝
統
的
な
巫
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
由
来
す
る
「
跳
端
書
し
と
呼
ば
れ
る
神
事
が
継
承
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
と
農
村
の
差
異
に
も
十
分
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

、
つ
。

　
こ
の
ほ
か
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
宗
教
文
化
全
般
か
ら
い
え
ば
葬
礼
や
墳
墓
の
風
水
に
関
わ
る
内
容
が
書
か
れ
た
梢
案
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

今
後
は
周
辺
史
料
の
収
集
や
他
地
方
の
事
例
と
の
比
較
な
ど
、
広
い
視
野
を
も
っ
て
個
別
問
題
を
深
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
向
後
の
大

き
な
課
題
と
し
て
お
く
。

①
こ
う
し
た
城
陛
廟
の
性
質
を
端
的
に
論
じ
た
研
究
と
し
て
、
巫
仁
恕
「
節
慶
・

　
信
仰
与
抗
争
－
明
清
城
陳
信
仰
与
城
市
群
衆
的
集
体
抗
議
行
為
」
（
『
中
央
研
究

　
院
近
代
史
研
究
所
集
刊
臨
三
四
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

②
例
え
ば
『
民
国
巴
県
志
幅
に
よ
れ
ば
民
国
＝
年
（
一
九
二
二
）
に
重
慶
城
内

　
の
土
地
神
お
よ
び
福
徳
会
は
す
べ
て
廃
除
さ
れ
た
。

③
胡
天
成
編
『
中
国
伝
統
科
儀
本
涯
編
（
六
）
1
四
川
省
重
慶
接
龍
区
端
公
法

　
事
科
儀
本
潅
編
嚇
上
・
下
、
露
文
豊
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
は
一
九
八
○
～
九

　
〇
年
代
に
現
地
調
査
に
よ
り
得
た
「
跳
端
整
襯
の
儀
式
内
容
や
、
そ
の
際
に
演
じ

　
ら
れ
る
祭
祀
演
劇
の
讐
陽
戯
」
を
記
し
た
抄
本
を
採
録
し
て
い
る
。

④
　
例
え
ば
呉
電
雷
門
賜
戯
儀
式
文
叙
録
扁
（
『
文
化
遺
産
㎞
二
〇
一
四
年
第
一
期
）

　
は
重
慶
郊
外
農
村
部
の
祭
祀
儀
式
文
の
基
礎
的
な
考
察
を
開
始
し
て
い
る
。
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〔
附
記
〕
　
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費
卜
。
心
鳶
O
G
。
卜
。
G
。
導
b
。
器
G
。
命
ω
心
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
基
礎
と
な
る
四
川
省
影
青
館
や
重
慶
市
街
南
区

　
　
　
で
の
資
料
調
査
に
際
し
て
は
、
西
南
大
学
の
陳
宝
良
教
授
、
京
都
大
学
大
学
院
生
の
凌
鵬
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
の
ご
助
力
を
得
た
。
こ
こ
に
謝
意

を
表
し
た
い
。

（
同
志
社
大
学
助
教
）



public　ones，　on　the　other　hand，　This　paper　tries　to　clarify　that　both　had　the

same　structure　and　could　stimulate　the　devotee’s　imagination　about　these

holy　lands　in　order　to　utilize　them　to　experience　sacred　space　and　time　and

to　pray　for　their　salvation．　Fii’st，　1　discuss　how　virtual　pilgrimage　and　urban

processions　used　the　representation　of　Jerusalem　and　how　they　fulfilled　the

desire　for　salvation．　Then，　virtual　pilgrimage　to　Rome　is　compared　with　the

transformation　of　cities　lnto　the　‘little　Romes’　prompted　by　papal

indulgences．　Analysis　of　those　re｝igious　practices　reveals　how　on　many

occasions　they　undoubtedly　provided　those　who　were　enthusiastic　for　the

accumulation　of　the　indulgenees　the　means　of　salvation　of　their　souls．

Temples　and　Local　Society　in　Ba　County，　Chongqing　Prefecture

during　the　Late　Qing　Period：　A　Fundamental　Study　Centered

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　Ba　County　Archives

by

MlzuKoSHI　Tomo

　　There　have　been　a　variety　of　studies　related　to　urban　and　rural　social

structures　on　the　spatial　aspect　of　“prayer”　in　early－modern　ChiRa．　However，

glven　the　paucity　of　source　materials　on　worship　on　the　popular　level　and

the　critical　view　of　intellectuals，　it　is　difficult　to　know　the　reality　of　the

situation．　This　article　collects　the　voices　from　the　popular　level　and　attempts

to　explore　the　possibility　of　using　these　valuable　“live”　sources，　which　have

not　been　subjected　to　the　filtering　of　inteliectuals，　as　archiva｝　data．　ln　this

endeavor，　I　have　employed　the　Ba　County　Archlves巴県下案that　contains

government　documents　of　Ba　county　in　Chongqing　prefecture　from　the　late

Qing　period　and　which　contains　many　historical　records　of　temples　in　the

area　that　have　not　been　previously　employed．

　　The　content　of　the　Ba　County　Archives　can　be　divided　into　orders　from

government　agencies　regarding　temples　and　source　documents　for　legal

suits，　and　from　these　sources　the　following　can　be　learned　regarding　the

temples：　first　what　was　the　ordiRary　attitude　of　local　officials　towards　the

temples　or　how　！ocal　people　were　related　to　the　temples，　in　other　words，　the

function　of　the　temple　as　social　space；　and　second，　the　actual　conditions　of
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the　temples　in　two　different　societies，　urban　and　rural．　IR　this　article，　I

attempt　an　analysis　of　the　sites　of　confiict　over　the　economic　rights　of

temples　in　a　stratified　society　by　focusing　concretely　on　the　function　of

central　tempies　such　as　those　of　the　City　God　and　Eastern　Peak　in　an　urban

setting　and　cases　in　a　specific　region　that　is　a　rural　setting．　ln　addition　to

these　source　materials，　1　focus　in　particular　on　the　example　of　the　existence

of　morality　books（善書shanshu）preserved　in　the　public　documen之s　wlthin

the　Ba　County　Archives　and　coBduct　a　basic　study　of　them．

　　Given　the　fact　that　the　Ba　County　Archives　was　preserved　continuously

from　the　18th　century　to　the　20th，　its　significance　is　situated　in　being　a

historical　source　that　refiects　the　period　of　transition　from　the　early　modern

to　the　modern　age．　Moreover，出e　Ba　Colユnty　Archives　retains　a　wealth　of

historical　sources　oR　new　religious　movements　that　became　promineRt　after

the　latter　half　of　the　19th　century．　IR　addition　to　learning　of　the　actual　state

of　spirit　writing（扶鷺　プ「er　lu　an）that　became　popular　in　Sichuan　in　the　late

19th　century，　we　caR　grasp　changes　such　as　the　striking　decline　of　the

authority　of　the　temple　of　the　City　God　that　had　beeR　central　to　the　order　of

popular　worship　in　the　early　modern　period．　1　hope　to　build　a　fouRdation　by

whieh　to　clarify　the　spatial　character　of　ordinary　prayer　from　archival

sourees　and　through　a　consideration　of　the　above　circumstances．

Materiality，　the　Body，　and　Mobility　of　the　Henro　Pilgrimage

by

MORI　Masato

　　This　paper　aims　to　coBtribute　to　a　series　of　studies　on　the　geography　of

religioR　through　an　eloration　of　the　role　of　corporeality　of　religious　materials

that　were　not　only　produced　by　the　religious　system　and　encoded　with　a

particular　meaning，　but　that　are　also　always　embedded　in　the　dynamics　of

sociability　and　materiality．　Recent　studies　on　the　ontological　understanding

of　the　religious　stress　the　interdependence　of　the　sacred　aRd　the　mundane．

They　depict　a　performative　lnscription　of　religious　ethics　and　poetics　into

muRdane　bodies　through　events　aRd　thoroughly　reject　the　consideration　of

religious　meanings，　ethics，　and　poetics　within　a　coherent　religious　ideology．
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